
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  森 誠一    

 

１ 日 時 

   令和７年１０月２日（木）  午前１０時００分から 

                 午後 ３時１１分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、阿部長夫、志村学、桝田貢、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、 
木付親次、三浦正臣、麻生栄作、阿部英仁、御手洗朋宏、福崎智幸、吉村尚久、 
若山雅敏、木田昇、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   大友栄二、守永信幸、堤栄三 

    

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   生活環境部長 首藤圭、農林水産部長 渕野勇、労働委員会事務局長 一丸淳司 

   ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第９２号議案令和６年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第９８号議案

令和６年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について、第９

９号議案令和６年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について及び

第１００号議案令和６年度大分県県営林事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査

を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 

 



 

１０ 担当書記 

議事課委員会班 主査     坂口泰弘 

   議事課委員会班 主幹（総括） 姫野剛 

議事課委員会班 主査     板井貴章 

議事課委員会班 主査     神農和成 

  



決算特別委員会次第  

 
日時：令和７年１０月２日（木）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）生活環境部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （２）農林水産部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

（３）労働委員会事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

森委員長 ただいまから、本日の委員会を開き

ます。 

この際付託された議案を一括議題とし、これ

より審査に入ります。 

本日は生活環境部、農林水産部及び労働委員

会事務局の部局別審査を行います。 

これより生活環境部関係の審査を行います。 

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔、明瞭にお願いします。 

それでは、生活環境部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

首藤生活環境部長 生活環境部の決算について

御説明します。 

 初めに昨年度の決算特別委員会において御指

摘のあった案件について、措置状況を御報告し

ます。 

 お手元の資料番号１３、令和６年度決算特別

委員会審査報告書に対する措置状況報告書につ

いて、資料の７ページをお願いします。 

 （２）収入未済額の縮減等についての行政代

執行費用です。産業廃棄物処理施設等において、

生活環境保全上の支障の除去を目的に実施した

行政代執行について、令和６年度は計１３万２

千円の未収金を回収しています。 

 今後も債務者に対し催告を行い、収入未済の

減少・解消に努めるとともに、新たな代執行事

案が発生しないよう、平成２３年度から実施し

ている公認会計士を活用した経営監視により、

産業廃棄物処理業者の財務状況の正確な把握に

努めます。 

資料の１８ページをお願いします。（３）個

別事項についての水源整備を支援する事業の継

続についてです。県では、公営水道の整備が困

難な小規模集落等の水問題解決のため、令和４

年度から令和６年度にかけて９地区で小規模集

落等水源整備支援事業を実施してきました。災

害等による水不足や水質汚濁への対応など、今

後も必要性が高いことから、今年度も事業を継

続し、住民の生活基盤である水の確保を支援し

ていきます。 

 次に、生活環境部の全般的な決算内容につい

て、御説明します。 

 お手元の資料番号１０、令和６年度一般会計

及び特別会計決算事業別説明書について、資料

の１１７ページをお開きください。令和６年度

歳出決算総括表（生活環境部）です。 

 決算の総額ですが、表の一番下の欄の歳出合

計を御覧ください。予算現額６３億９，１３１

万９千円に対して支出済額が５４億９，３８２

万９，１２６円、翌年度繰越額が５億４，１５

３万４千円、不用額が３億５，５９５万５，８

７４円となっています。 

 決算全般事項については以上です。続いて、

令和６年度における主要な施策の成果について、

生活環境部関係の主要な事業を御説明します。 

 お手元の資料番号１１－２、大分県長期総合

計画の実施状況についての２２ページをお開き

ください。 

上から１番目の防災行動定着促進事業です。

本事業は、ＳＮＳを活用した防災情報の発信や

防災啓発動画の配信などに取り組んだほか、疑

似体験ツールである防災ＶＲの運用や県民アク

ションデー等を実施したものです。 

右側の事業の成果としては、啓発動画等によ

る普及啓発や教育現場への周知を進めたことに

より、成果指標の県民安全・安心メール及び防

災アプリ等の登録件数は目標を上回って達成し

ています。 

 今後も、各種イベント等で積極的な普及啓発

を行うとともに、事前の備えや適切な避難行動

を促進する命を守る対策を県民に広く定着させ

るための取組を強化していきます。 

次に、２８ページをお願いします。上から２

番目の消防力強化推進事業です。本事業は、消

防力を強化するため、消防団をＰＲするホーム

ページの開設やＳＮＳ広告などによる消防団員

等の確保対策や消防思想の普及宣伝を行うとと

もに、常備消防の機能強化を支援したものです。 
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右側の事業の成果としては、消防団のＰＲ活

動等により、女性消防団員の採用数が目標を上

回りました。 

今後も女性消防団員等を採用する市町村への

支援や地域消防アドバイザーの活動支援、相互

応援訓練等を実施するとともに、新たに地域の

学校と消防団の連携を図る取組を実施すること

により、消防力の強化を推進していきます。 

次に、４３ページをお願いします。上から３

番目の浄化槽適正維持管理推進事業です。本事

業は、浄化槽の適正な維持管理を推進し、県民

の生活環境の保全を図るため、浄化槽管理台帳

の整備を行い、法定検査受検率の向上を図るも

のです。 

右側の事業の成果としては、令和６年度は県

が保有する浄化槽管理台帳の再整備として、市

町村や浄化槽清掃業者が保有する情報を収集し、

突合業務を実施しました。 

 今後は再整備した台帳情報を活用し、１１条

法定検査未受検者への文書指導や新聞広告によ

る制度周知、浄化槽の適正維持管理によるメリ

ット等の周知広報を行い、法定検査受検率の向

上を図っていきます。 

次に、４９ページをお願いします。上から３

番目の祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進

事業です。本事業は、祖母・傾・大崩地域の環

境保全及び自然と共生した地域振興を図るため、

宮崎県や関係市町と連携し、自然環境に触れる

機会の創出や受入環境の整備等を行いました。 

右側の事業の成果としては、各種イベントへ

の出展や体験活動を開催したことにより、普及

啓発行事等への参加者数が目標を上回りました。 

今後は、ユネスコエコパークをテーマとした

大学との連携の強化やインバウンドを見据えた

情報発信に取り組むとともに、引き続き受入環

境の整備を支援し、さらなる認知度向上及び誘

客拡大を図っていきます。 

次に、５４ページをお願いします。上から２

番目のおおいたうつくし作戦推進事業です。本

事業は、美しい自然と快適な地域環境を将来の

世代へ継承するため、環境保全団体の基盤強化

や環境保全活動に対する支援のほか、環境に関

する県民運動を展開したものです。 

右側の事業の成果としては、令和６年９月に

策定した第４次大分県環境基本計画を県民総参

加で推進するため、新たな県民運動グリーンア

ップおおいたを開始し、県内で活動する環境保

全団体等に運動への参画を働きかけた結果、グ

リーンアップおおいた実践隊の登録団体数は目

標を達成しました。 

今年度からはグリーンアップおおいた推進事

業を実施し、県民や企業、団体等が様々な形で

県民運動に参加できるよう取組を強化していき

ます。 

次に、１２１ページをお願いします。一番上

の人権施策推進事業です。本事業は、社会情勢

の変化等に伴い様々な人権問題が発生する中、

人権尊重社会の確立に向け、人権尊重条例に基

づく施策を総合的に推進するものです。 

右側の事業の成果としては、職員に対し、人

権尊重についての研修を開催し、部落差別問題

や性的少数者の人権問題などの今日的な人権課

題についての理解増進を図りました。また、パ

ートナーシップ宣誓制度の導入により、性的少

数者の安心感を醸成するほか、人権尊重施策基

本方針及び実施計画の改定状況等を審議会に報

告し、県の施策推進について助言をいただきま

した。 

今後も、人権尊重条例や人権尊重施策基本方

針に基づき、人権を尊重する社会づくりを推進

していきます。 

次に、１３４ページをお願いします。上から

３番目の特殊詐欺等被害防止対策推進事業です。

本事業は、特殊詐欺の被害を防止するため、市

町村と連携して自動警告や録音機能を有した特

殊詐欺等防止機能付き電話機の購入を補助する

ものです。 

右側の事業の成果としては、スマートフォン

や携帯へのメールやＳＮＳ、国際電話を利用し

たものなど、手口が多様化したことから幅広い

世代で被害が増加し、目標を達成できませんで

した。 

今年度は補助対象を６０歳以上に拡大し、固

定電話対策を強化するとともに、増加するＳＮ



- 3 - 

Ｓ等を端緒とした被害の防止対策として、ＳＮ

Ｓ広告を活用した広報の強化を行っています。 

次に、１４２ページをお願いします。上から

３番目の動物愛護協働推進事業です。 

本事業は、県民全体に動物愛護精神の涵養を

図り、犬猫の殺処分数を減少させるため、飼い

主のいない猫の不妊去勢手術を推進するととも

に、地域猫活動についての広報を行い、県民の

地域猫活動への理解促進を図るものです。 

右側の事業の成果としては、市町村が実施す

る不妊去勢手術費助成への支援や動物愛護セン

ターでの不妊去勢手術により、飼い主のいない

猫の発生を抑制するとともに、積極的に譲渡を

行うことで目標を達成しました。また、地域猫

活動に対する県民の理解を促進し参加者を増や

すため、ガイドラインを公開するとともに、活

動団体への腕章や看板の貸与を開始しました。 

今後も、飼い主のいない猫の削減、譲渡の推

進、適正飼育の普及啓発を継続して殺処分頭数

の削減を図るとともに、地域猫活動への支援も

引き続き行っていきます。 

次に、２３６ページをお願いします。一番上

の女性が輝くおおいたづくり推進事業です。 

本事業は、女性が活躍でき、男女が共に働き

やすい社会の実現を図るため、働く女性等のニ

ーズに対応した支援のほか、企業、女性、家庭

における意識改革を促すセミナー等を実施する

ものです。 

右側の事業の成果としては、コンサルタント

派遣に加え、県独自の認証制度を通じて、女性

の社会参画に対する企業の意識が向上したこと

などにより、女性活躍推進宣言を行った企業数

は目標を大きく上回りました。 

今後も、女性の登用促進や働きやすい職場環

境づくりに取り組むとともに、引き続き無意識

の思い込みへの気付きを促す取組を実施してい

きます。 

 続いて、令和６年度に実施された行政監査及

び包括外部監査の結果の概要について御説明し

ます。 

 お手元の資料番号１６、令和６年度行政監査

・包括外部監査の結果の概要について、資料の

３ページをお開きください。 

 令和６年度行政監査及び包括外部監査結果の

概要については、昨日、総務部長から御説明し

たので、生活環境部に関するものについて御説

明します。 

 まず、行政監査においては、当部に関して指

摘のあった事項はありませんでした。 

 資料の６ページをお開きください。続いて、

包括外部監査についてです。 

 当部においては、２所属で改善事項が３件あ

りました。なお、このほか勧奨事項が６４件あ

りました。 

 改善事項のうち、主な指摘内容について御説

明します。 

資料の１３ページをお願いします。番号欄の

２８を御覧ください。これは、補助金の募集要

項の表現に統一性が確保されておらず、応募資

格を満たしているかどうか判断する際、恣意性

が混入する状況と指摘されたものです。 

具体的には、補助金の応募資格である１０人

以上の構成員の確認書類として役職員名簿を求

めた一方で、提出書式の脚注に団体役員（構成

員）と表記していたもので、応募資格の団体の

構成員とは、役職員なのか、役員のみなのかが

明確でないという趣旨でした。 

今回の指摘を受け、当該補助金の募集要項の

変更を行いました。今後は、記載内容が不明瞭

又は誤解を生む表現がないかを十分確認いたし

ます。 

 決算内容の詳細やその他の事業については、

引き続き担当所属長から説明しますので、よろ

しくお願いします。 

新田生活環境企画課長 それでは、お手元の資

料番号９、令和６年度決算附属調書により、生

活環境部関係の歳入決算額の予算に対する増減

額や不用額、収入未済額について、私から一括

して御説明します。 

 まず、１歳入決算額の予算に対する増減額に

ついてです。資料１３ページをお願いします。 

 表中の右、増減理由欄の上から五つ目、地域

環境保全対策費補助金１億７，５０３万９千円

の減収は、海岸漂着物地域対策推進事業が令和
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７年度に繰越しとなったことに伴うものです。 

次に、資料の２０ページをお願いします。 

表中の左、科目欄の上から五つ目、産業廃棄

物税基金繰入金３，７６９万９，５４８円の減

収は、災害時海岸漂着物処理事業費等が見込み

を下回ったため、基金の取崩し額を減額したこ

とによるものです。 

 次に、不用額の主なものについて御説明しま

す。資料２９ページをお願いします。 

 科目欄防災費のうち、一番上の防災総務費８

，３１３万５，５５９円の不用は、大分県災害

被災者住宅再建支援事業費に係る市町村への補

助金等が見込みを下回ったことによるものです。 

 次のページをお願いします。科目欄保健環境

費の環境保全費のうち、上から三つ目、環境整

備指導費１億１，２９２万５，３６７円の不用

は、災害時海岸漂着物処理事業費に係る漂着物

処分委託料等が見込みを下回ったことによるも

のです。 

 次に、収入未済額の主なものについて、御説

明します。資料４０ページをお開きください。 

 課名欄の上から五つ目、循環社会推進課分２

億１，２９６万７，５９２円の雑入については、

日出町真那井、竹田市直入町及び杵築市日野、

計３か所の産廃処理場に係る行政代執行経費の

残額並びに環境保全協力金の未収額で、事業者

の支払い能力不足等により収入未済となってい

るものです。 

 さきほど、審査報告書に対する措置状況報告

の中で申し上げたとおり、引き続き事業者の収

入状況を注視しながら、鋭意、代執行経費の返

済等を求めます。 

 決算附属調書による生活環境部関係について

の説明は以上です。 

 お手元の資料番号１０、令和６年度一般会計

及び特別会計決算事業別説明書をお願いします。 

生活環境企画課関係について、御説明します。

１２０ページをお願いします。 

第４目女性青少年対策費の四つ目、青少年健

全育成対策事業費、決算額８６６万７，４０２

円です。 

この事業は、青少年の健全育成を目的に非行

防止及び再犯防止のために関係機関と連携した

取組や、地域の関係機関が青少年の健全育成の

ために実施する活動への支援に要した経費です。 

１２１ページをお願いします。第６目衛生環

境研究センター費の三つ目、衛生環境研究セン

ター機能強化事業費、決算額２，３３５万５，

２００円です。 

この事業は、今後発生が懸念される新興感染

症や深刻化する薬剤耐性感染症等に対応するた

め、微生物検査室を増設する等の衛生環境研究

センターの検査体制の強化に要した経費です。 

朝久野協働・共助推進室長 協働・共助推進室

関係について、御説明します。 

１２６ページをお願いします。第２目企画調

査費の二つ目、ふるさと創生ＮＰＯ活動応援事

業費、決算額２，７３４万６，１６９円です。 

この事業は、ＮＰＯの人材育成、活動支援、

活性化を図るため、公益財団法人おおいた共創

基金におおいたボランティア・ＮＰＯセンター

の運営を委託し、ＮＰＯ向け講座の開催やアド

バイザーの派遣、相談対応などを実施するとと

もに、地域課題の解決に取り組むＮＰＯ活動へ

の支援に要した経費です。 

続いて三つ目、ＮＰＯ協働推進事業費、決算

額４９４万３，５１０円です。 

この事業は、ＮＰＯ、行政、企業等による多

様な主体との協働を推進するため、市町村担当

者会議やＮＰＯ現場体験研修の開催、県内のＮ

ＰＯやボランティア団体の活動に関する情報を

集約したポータルサイトおおいたＮＰＯ情報バ

ンクおんぽの運用等に要した経費です。 

宮本環境政策課長 環境政策課関係について、

御説明します。 

１２３ページをお願いします。第２目公害対

策費の一つ目、地域気候変動対策推進事業費、

決算額２，８５３万３，２２２円です。 

この事業は、大分県地球温暖化対策実行計画

に定める家庭・業務・運輸の各部門におけるＣ

Ｏ２削減目標の達成に向け、環境アプリの普及

促進やエコアクション２１の認証取得支援、エ

コドライブの推進等により緩和策を実施すると

ともに、関係機関との連携により、気候変動に
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よる様々な影響への適応策を推進したものです。 

次に、その一つ下、地域再生可能エネルギー

導入推進事業費、決算額３億５，４２２万５，

０４５円です。 

この事業は、２０５０年カーボンニュートラ

ルの実現に向け、自家消費型太陽光発電設備や

高効率給湯設備を導入する一般家庭、事業者へ

の助成により、県内における再生可能エネルギ

ーの導入促進を行ったものです。 

翌年度繰越額１億４，５１５万９千円につい

ては、令和６年度補正予算にて国の経済対策を

受け入れたものであり、本年度執行するもので

す。 

羽田野自然保護推進室長 自然保護推進室関係

について、御説明します。 

１２４ページをお願いします。第４目自然保

護費の二つ目、生物多様性保全推進事業費、決

算額２，４１５万９，７９７円です。 

この事業は、豊かな自然と生態系を次世代に

引き継ぐとともに、生物多様性への理解促進を

図るため、おおいたの重要な自然共生地域への

支援のほか、別府市で確認された特定外来生物

クリハラリスの防除や指定希少種であるニホン

カモシカの調査等を行った経費です。 

１２５ページをお願いします。第５目温泉費

の三つ目、温泉資源適正利用推進事業費、決算

額１，７２０万１，０７５円です。 

この事業は、おんせん県おおいたの持続可能

な温泉利用に向け温泉資源の保護を図るため、

新規掘削を規制する離隔距離等見直しの基礎資

料となる現況調査を実施し、温泉使用の実態を

把握した経費です。 

木内県民生活・男女共同参画課長 県民生活・

男女共同参画課関係について、御説明します。 

１２７ページをお願いします。第４目消費生

活県民費の上から四つ目、安全・安心まちづく

り連携推進事業費、決算額６２０万７，５１１

円です。 

この事業は、次代を担うこどもたちを犯罪被

害から守るため、ながら見守りの普及やこども

連絡所の見える化に向け、のぼりやカラーコー

ンを配布するなどの取組を地域住民等と連携し

て行ったものです。 

１２８ページをお願いします。第４目女性青

少年対策費の一番下、女性に対する暴力防止推

進事業費、決算額３，３１２万４，５９５円で

す。 

この事業は、ＤＶや性暴力などの女性に対す

る暴力をなくすため、効果的な啓発や研修を実

施するとともに、被害直後の対応、さらには被

害者の意思を尊重した自立支援を行ったもので

す。 

宇都宮食品・生活衛生課長 食品・生活衛生課

関係について御説明します。 

１２９ページをお願いします。第３目食品衛

生指導費の五つ目、次世代へつなぐ食育推進事

業費、決算額１，１６０万８，５２２円です。

 この事業は、食に関する正しい知識や食文化

の学びにより、健全な食生活を営む力を生涯に

わたり身につけることを目的としています。学

校や家庭、地域と連携して行った、食文化の保

護・継承に向けた取組や、教育現場で利用でき

る動画の作成に要した経費です。 

１３０ページをお願いします。同じく第３目

食品衛生指導費のページ一番上ＨＡＣＣＰ（ハ

サップ）フォローアップ事業費、決算額２，６

８０万９，４３０円です。 

この事業は、食の安全を確保するため、ＨＡ

ＣＣＰの導入に取り組む食品取扱事業者を支援

するとともに、ＨＡＣＣＰ導入後の実効性を担

保するための現地指導などのフォローアップの

実施に要した経費です。 

若松環境保全課長 環境保全課関係について、

御説明します。 

１３４ページをお願いします。第１目薬務生

活衛生総務費の一つ目、小規模集落等水源整備

支援事業費、決算額２，９３３万１千円です。 

これは、公営水道の整備が困難な小規模集落

等の水問題を解決するため、新たな水源確保、

取水設備の新設、ろ過設備の設置に取り組む市

町村に対し助成した経費です。 

同じく１３４ページの四つ目、水道断水事故

復旧加速化事業、決算額３９９万９，６００円

です。 
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これは、市町村が行う上水道の漏水調査を効

率化し、水道の基盤強化を図るため新技術を用

いた調査の実証実験を行った経費です。 

北村循環社会推進課長 循環社会推進課関係に

ついて、御説明します。 

１３６ページをお願いします。第３目環境整

備指導費の七つ目、循環社会構築加速化事業費、

決算額１，３９４万７４７円です。 

この事業は、産業廃棄物処理業者を対象とし

た経営セミナー等により、廃棄物の減量化・再

資源化への取組を促し循環産業の育成を図ると

ともに、市町村の災害廃棄物の処理体制の強化

に要した経費です。 

次の１３７ページをお願いします。一番上、

プラスチックごみ削減推進事業、決算額１，９

２４万５，５４９円です。 

この事業は、プラスチックごみ対策を総合的

に推進するため、スポＧＯＭＩブロック大会や

３Ｒ推進キャンペーンの実施による意識啓発等

に要した経費です。 

山本審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長 

 人権尊重・部落差別解消推進課関係について、

御説明します。 

１３８ページをお願いします。第１目社会福

祉総務費の下から三つ目、人権啓発推進事業費、

決算額１，７１６万５，７６９円です。 

この事業は、県民に人権尊重を日常生活の中

で考え実践してもらうため、様々な手法や媒体

により実施した人権教育・啓発に要した経費で

す。具体的には、８月の差別をなくす運動月間

にポスターを作成し、それらを活用した啓発や

１２月の人権週間に向けた人権フェスティバル

の開催等に要した費用です。 

その下の人権啓発環境整備事業費、決算額１

９２万８，８５０円です。 

この事業は、人権尊重社会づくりを推進する

ため、効果的かつ体系的な人権教育・啓発の実

施に向けた環境整備に要した経費です。具体的

には、人権啓発講師の養成や啓発資料の作成・

購入等に要した費用です。 

山口防災対策企画課長 防災対策企画課関係に

ついて御説明します。 

１３９ページをお願いします。第１目防災総

務費の二つ目、おおいた防災・減災対策推進事

業費、決算額４，４０３万４千円です。 

この事業は、災害に強い人づくりや地域づく

りを推進するため、市町村などが行う避難所の

環境改善や地域の防災活動等に対して助成した

ものです。 

次に、その一つ下の県庁防災体制強化事業費、

決算額３，８５９万８，００８円です。 

この事業は、南海トラフ巨大地震等の大規模

災害時に災害対策本部が効果的に機能し、応急

対策業務を迅速かつ的確に実施できるよう、平

時における防災訓練の実施や、災害発生時にお

けるドローンによる被災状況の情報収集などを

実施したものです。 

渡部危機管理室長 危機管理室関係について御

説明します。 

１４０ページをお願いします。上から二つ目

の国民保護対策事業費、決算額４９６万２，２

８８円です。 

 この事業は、万が一の事態に備えて、県民の

避難や救援等の国民保護措置を迅速に実施でき

るよう、消防や警察などの関係機関３８機関４

２０名が参加して、相互の連携強化と初動対処

能力の向上を目的に、国と共同で実動訓練を実

施したものです。 

続いて下から三つ目、防災情報通信システム

更新事業費、決算額３億７，３８９万７００円

です。 

 この事業は、災害時等に市町村や消防などの

関係機関との情報収集・伝達手段を確保するた

め、老朽化した機器・設備を更新したものです。 

渡辺消防保安室長 消防保安室関係について、

御説明します。 

１４０ページをお願いします。第１目防災総

務費の事業説明欄一番上、防災ヘリコプター運

航管理事業費、決算額２億６，０１９万９６９

円です。 

この事業は、市町村が実施する消防活動を支

援し、消防防災体制の強化を図るため、消防防

災ヘリコプターとよかぜの操縦士・整備士の派

遣等に係る運航管理委託や年１回の受検が義務
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付けられている耐空検査、機体修理等を実施し

たものです。 

 １４１ページをお願いします。第２目消防指

導費の事業説明欄上から二つ目、高機能消防指

令センター共同整備支援事業費、決算額２，１

６２万３，７２１円です。 

 この事業は、消防力の維持・強化を図るため、

県内各消防本部の連携・協力による全県域での

消防指令業務の共同運用の取組を支援するとと

もに、指令センターと県との情報共有を推進し

たものです。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上、マ

イクを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

事前通告が８名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

猿渡委員 私からは４点、質疑したいと思いま

す。 

 まず、１点目は事業別説明書１３９ページ、

防災総務費についてです。 

 昨年９月の石川県奥能登豪雨災害で大雨特別

警報の発表前に氾濫や土砂崩れで亡くなった方

がいたことが判明したと報道されていますが、

大分県防災計画で情報の発表や避難指示など、

どう迅速的に住民に伝達するようにしているの

かについてが１点目です。 

 ２点目、事業別説明書１４１ページ、日出生

台演習場米軍実弾射撃訓練対応事業費について、

日出生台や十文字原の日米共同訓練や沖縄県道

１０４号線越え実弾射撃訓練、英国軍などの外

国軍隊の演習について、県として縮小・廃止と

はいうものの、知事も言われているように拡大

していると思います。それをどう政府に伝え、

具体的に廃止の方向へ持っていこうとしている

のか御答弁お願いします。 

 ３点目は、主要な施策の成果１２１ページ、

部落差別解消推進事業についてです。 

 部落解放同盟や全日本同和会への委託料とい

う名で補助金が出されていますが、解放同盟幹

部の官製談合問題など不正を起こしている団体

に対して支出することはやめるべきだと考えて

います。繰り返し求めていることです。 

 また、官製談合事件について、今の大分市長

は行き過ぎがあったと述べていますけれども、

県としてこの事件をどう考えているのか、また、

この事件を受けて二つの団体に対してどのよう

に指導をしたのか。 

 ４点目は、主要な施策の成果１２１ページ、

人権施策推進事業についてです。 

 パートナーシップ宣誓制度が昨年度導入され

たわけですけれども、導入後の制度登録組数な

どの実施状況について御説明いただきたいと思

います。全国的には東京都渋谷区、世田谷区で

初めて導入されて１０年経って、パートナーシ

ップ宣誓制度の登録者数が全国で１万人を超え

たと。これは、しんぶん赤旗の調査で分かった

ことで、赤旗で私は知ったんですけれども、大

分県はどういう状況なのかを御説明ください。 

山口防災対策企画課長 まず１点目の避難情報

を迅速に住民にどう伝達するかについてお答え

します。 

 特別警報などレベル５の気象情報を待つこと

なく、危険な状況が予測される段階で早期に住

民の避難行動を促すことが重要だと認識をして

います。本県の地域防災計画では、県は気象情

報等により災害のおそれがあると判断した場合

には、安全・安心メールや防災アプリ、ＳＮＳ

などを活用して、県民に対して広く注意を呼び

かけることにしています。 

 また、市町村が早期に避難情報を出せるよう、

県では気象台と連携しながら事前に説明会を開

催し、雨量や河川水位など最新の観測データや

予測情報を速やかに共有するなど、きめ細かな

情報提供を行い、早めの住民避難につなげよう

と努力しているところです。 

渡部危機管理室長 私からは日出生台演習場関

係についてお答えします。 

 沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練に対す

る、将来にわたる縮小・廃止という基本的な考

えに変わりはありません。関係市町とも常に認

識を共有しているところです。 

 県内演習場における他国が参加する訓練が増
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えることは、地域の方々の負担や不安などの増

大に直結することです。このため、県としては、

地域住民をはじめ県民の負担軽減に向けて地元

の方々の声をしっかりと国に届けながら、関係

市町とともに、引き続き、粘り強く求めていっ

ているところです。 

山本審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

 私からは、部落差別解消推進事業とパートナ

ーシップ宣誓制度についてお答えします。 

 まず、部落差別解消推進事業の委託料支出を

やめるべきとのことですけれども、当該事業は

部落差別解消推進法に基づき、地域の実情に応

じてきめ細かく相談、教育、啓発に取り組むも

のであり、必要な事業と考えています。 

 ただし、事業の在り方については他の事業等

と同様、効果等を評価するとともに、その時々

の情勢等に応じて、不断の見直しを行っていく

こととしています。 

 次に、大分市の官製談合事件や、その事件に

関する大分市長の発言を受けて県はどう考える

かとのことですけれども、県では法令や規則に

基づいて適正に事業を執行しており、法令遵守

を徹底しているところです。特定の団体や個人

に違法な便宜を図ることなどはありません。 

 また、今回の事件に関しては、団体を指導す

る立場にはありませんけれども、人権課題の解

決に向けた相談、教育、啓発については適宜協

議等を行っているところです。 

 続いて、パートナーシップ宣誓制度について

お答えします。 

 令和６年４月１日に制度導入以降、１０組が

宣誓をしているところです。令和６年度は本制

度を広く県民に知ってもらうためにチラシを作

成して、様々な機会を捉えて配布を行うととも

に、性の多様性への理解促進のための啓発冊子

おおいたにじいろブックも作成し、市町村や中

高生、小中高などの教育機関にも配布したとこ

ろです。 

 また、昨年度初めて、性の多様性に関する県

民向けの講座を２回開催したところです。 

猿渡委員 ありがとうございます。 

 一つ目の問題については、災害の規模が大き

くなったり頻発化しているので、しっかり関係

機関と連携しながら早めの対応、周知をお願い

したいと思います。 

 二つ目の問題については、先月のレゾリュー

ト・ドラゴン２５で日出生台演習場だけでなく

十文字原でもオスプレイがかなり飛び、別府市

や日出町等もかなり旋回をして飛んだんです。

そのときに、住民から家が揺れた、オスプレイ

の音も大変だったし振動もかなりあって非常に

不安だったという声が寄せられています。独り

暮らしの高齢女性からもそういう声が寄せられ

ていますし、訓練が頻発化し拡大していること

が住民の安全・安心につながっているかという

とそうではない。逆に不安が広がって、負担が

増えていることは明らかだと思うんです。 

 ですから、縮小・廃止に向けてさらにしっか

り声を上げていただきたいし、住民の不安の声

などをしっかりつかんで対応いただきたいと思

います。縮小・廃止に向けて、我々としても一

層頑張っていきます。 

 三つ目の問題ですけれども、これだけの問題

を起こしている団体に対しての補助金は理解が

得られないと思います。 

木田委員 決算事業別説明書１４１ページ、高

機能消防指令センター共同整備支援事業費につ

いてです。 

 昨年１０月から、県下１４消防本部の通信指

令業務を一元化した共同運用が本格開始して１

年が経過しています。全県一元化は全国初の取

組ですけれども、この間の運用状況についてお

尋ねしたいと思います。うまく機能している点、

また課題となる点がありましたらお示しいただ

きたいと思います。 

 この事業を通じて各消防本部で、消防、救急

の現場要員の増強が期待されるところですけれ

ども、各消防本部での実際に増強が実現できた

ところはいくつあるのでしょうか。 

 また、県として共同運用に対する支援は、ど

のような形で行っているのかお尋ねします。 

渡辺消防保安室長 それでは、高機能消防指令

センター関係について３点お答えします。 

 初めに、うまくいった点や課題についてです。 
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 共同運用により、最新のシステムが導入され、

大規模災害時は通常の４倍の１１９番通報を受

け付けることが可能となっており、昨年８月の

台風１０号の際には指令台を２倍にすることで

問題なく対応できたところです。 

 また、通報者のスマートフォンの映像をリア

ルタイムで指令センターに届けるシステムも導

入されており、救急時の通報者との意思疎通や

火災現場の状況把握に効果を発揮しています。

さらに、当初地理に不慣れとの懸念の声が多か

った災害地点の特定についてもシステムの高度

化や訓練、研修による指令員個々のスキルアッ

プ等により問題なく実施できているところです。 

 このように共同運用は円滑に機能していて、

様々な効果が現れているところです。このよう

な効果を維持し、センターを円滑に運営してい

くための課題としては安定した財源確保が考え

られます。 

 二つ目、１４消防本部で増強が実現できたと

ころについてですが、直近の聞き取り調査では

６消防本部において、現場要員等に再配置して

いると伺っています。 

 三つ目、県の共同運用に対する支援について

です。整備費については既に支援を行っていま

すが、今年度から円滑な立ち上げ支援として指

令センターの共通部分の維持管理費についても

支援することとしています。 

 また、安定した財源確保については今年の６

月総務省消防庁に要望を行ったところであり、

引き続き要望していきたいと考えています。 

木田委員 御回答ありがとうございました。 

 私も以前、一般質問でこの点を取り上げたこ

とがあります。消防庁も消防力の整備指針を示

して、多分毎年、消防庁消防・救急課が行う消

防施設整備計画の実態調査でその状況を明らか

にすると。そして、適切な施設、人員配置につ

いては県において適切に行えるよう助言指導す

るようにという通知が来ると思いますが、なか

なか国から言われても、運営する各自治体の財

政力にかなり左右されるのではないかと思いま

す。さきほど安定した財源確保を要望されてい

るということですけれども、その辺の消防庁側

の反応はどういう状況なのか教えていただきた

いと思います。 

渡辺消防保安室長 今回の大分消防指令センタ

ーについては、緊急防災・減災事業債――緊防

債を有利な起債を充てているところです。緊防

債の期限が今年度までになっています。当面は、

現在の機器が故障してということはないんです

けれども、そういった指令センター関係の整備

については、緊防債を引き続き延長して対応し

ていただきたいと要望しているところであり、

消防庁からは要望の趣旨は承ると聞いていると

ころです。 

木田委員 さきほど言った消防庁消防・救急課

の消防施設整備計画の実態調査、県でも十分で

きていない、県全体で見たときも足りないし、

各消防本部にもかなり差があり、整備と人員の

配置不足が見られます。この間、南海トラフ地

震の発生確率の見直しがありましたが、高い確

率で起こると言われているので、やはりそこは

早々に国において財源、緊防債以外にも通常配

置に対して何がしかの財政措置をそろそろやら

ないと、自前で頑張ってという状況じゃないと

思うので、強く消防庁に申入れをしていただき

たいと思います。 

 消防職員の殉職もかなり多いです。令和元年

から３０人近い殉職も出ていて、今年、大阪市

の道頓堀でも起きたところです。隊員の皆さん、

住民の生命と財産を守るために本当に自らの命

をかけて取り組んでおられる方々なので、是非

そこは強く消防庁に申入れをいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

御手洗委員 決算事業別説明書の１３９ページ、

おおいた防災・減災対策推進事業費について質

疑します。 

 主な事業内容の詳細についての説明をお願い

します。主要な施策の成果の２２ページにある、

特に避難所等における情報収集に必要な機器等

の整備では、どのような機器等の整備が行われ

たのかお示しください。 

山口防災対策企画課長 この事業は災害に強い

人づくりや地域づくり、避難しやすい避難所づ

くりを推進するため、避難訓練などに係る経費
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又は避難所で必要とされる備蓄品の購入経費、

避難場所の案内看板や避難路の整備に係る経費

などを補助しています。 

 避難所等における情報収集に必要な機器等の

整備として、令和６年度は佐伯市が購入した衛

星携帯電話の経費を補助しています。 

 そのほか、避難所で必要となる非常用発電機

や蓄電池といった機器や、簡易トイレや簡易ベ

ッド等の備蓄品を補助しています。 

御手洗委員 ありがとうございました。 

 Ｗｉ－Ｆｉの設備を付けてくれないかという

話をよく聞いているんですけれども、実際に避

難所で使う方にとって必要なものが設置されて

いないといけないと思います。バリアフリーの

件とかあるけれども、そういった避難所に実際

使うであろうと想定されている方の御意見を聞

いて、反映される仕組みは構築できているので

しょうか。 

山口防災対策企画課長 避難所におけるＷｉ－

Ｆｉ等、活用される方への意見聴取ですが、我

々も避難訓練等に参加をしながら、そういった

声を直接地元の方からお聞きしながら進めてい

るところです。 

 Ｗｉ－Ｆｉについては、今回、県でスターリ

ンクを１０台購入しました。同時接続が１２８

台まで可能と聞いているので、そういったもの

を持ち込んで対応していきたいと考えています。 

御手洗委員 ありがとうございました。 

 避難される方が主体的に関わっていくことが

防災意識の向上につながっていくと思うので、

引き続きの取組をお願いします。 

吉村委員 決算事業別説明書の１３９ページで

す。地域防災力強化支援事業費についてですけ

れども、近年各地域で頻発・激甚化している災

害への対応は、本当に重要な課題です。さきほ

ど説明もあった避難所の運営や環境改善も含め

て、行政の対応や支援はもちろんですけれども、

やはり災害に対応していくためには、地域防災

力をいかに高めていくかが非常に重要だと思っ

ています。 

 その中で、自主防災組織の立ち上げや具体的

な活動、防災士の活動役割、さらには避難訓練

の実施などが問われていると思います。 

 そういう中で、まず基本的な部分についてお

伺いをします。 

 現在の防災士の人数と女性の防災士の人数。

それからスキルアップ研修を行っていますが、

参加した防災士の人数。そして、避難訓練にお

ける災害時要配慮者の参加状況について、もし

具体的な部分で把握していればお知らせくださ

い。 

山口防災対策企画課長 まず、防災士の人数で

す。令和７年３月末現在ですが、県内の防災士

資格を取得している人数が１万４，３９５人で

す。そのうち女性が２，５０２人です。スキル

アップ研修については令和６年度に２３回開催

をしており、６２２名に参加いただいていると

ころです。平成２８年からスタートしており、

令和６年度までに延べ６，５４０名に参加いた

だいているところです。 

 災害時要配慮者の参加状況ですが、避難訓練

については県のほか、市町村や地区で開催とい

う様々な形態があるので、要配慮者の参加人数

を把握はできてはいませんが、令和６年に県が

実施主体となって高齢者福祉施設と連携をして

６施設と訓練を実施しています。そのうち２施

設の７５名が要配慮者と聞いています。 

吉村委員 防災士についての資格取得は、順調

に伸びていっていると思います。気になるのは

資格取得後、十分防災士としての資格をいかし

切れているのかと問われてきているのではない

かと思うんです。それは自主防災組織が十分機

能しているかとか、それぞれの地域で行われて

いる避難訓練が充実しているかということにも

重なってくるのかなと思います。 

 また、防災士の資格を取得したけれども、ど

う自分が活動していいのかよく分からないとい

う声をたびたび聞くけれども、実践的な活動を

していくためにもスキルアップ研修は非常に重

要と思うんです。研修後に避難訓練等にいかし

ていくことも大事と思うので、是非また今後と

もスキルアップ研修については充実を図ってい

ただければと思います。 

 あわせて、さきほど女性の防災士の数もお聞
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きしたけれども、災害時における女性の視点が

随分と言われてきています。今現在、女性防災

士の増員に向けてどのようなことに取り組まれ

ているかについて１点。 

あわせて、災害時要配慮者の件ですけれども、

災害時において一番被害を受けやすい災害時要

配慮者の参加が今ほどの説明ではなかなか十分

把握し切れていないところもあるんですけれど、

こういう方々の避難訓練への参加が非常に大切

になってくると思っています。 

 今、実施できている横展開を、是非県として

も進めていただきたいと思うんですけれども、

福祉部門と連携しながら今後どう進めていくか

についても伺います。 

山口防災対策企画課長 二つありました。 

まず、女性の防災士だけではなくて、災害時

における女性の活躍を推進することと、女性の

避難所での被害を防ぐことの２点に取り組んで

います。具体的には今年度、女性の防災士や有

識者、自治体職員をお招きして女性の活躍の懇

談会を開催し、御意見を伺っているところです。

こういった意見をいかしながら女性の取組、女

性の活躍を推進していきたいと考えています。 

 もう一つ、災害時要配慮者の訓練等について

ですが、今お話のあったとおり福祉部門としっ

かり連携をして、特に今、個別避難計画を作っ

ているところなので、先進地域である別府市等

と連携をしながらしっかりやっていきたいと考

えています。 

吉村委員 ありがとうございました。今後の取

組に期待したいと思いますが、いずれにしても

自分自身、避難訓練は、地域づくり、地域住民

同士のつながりにもつながってくると思います。

平常時において安全安心に暮らしていけること、

さらには災害時において共助という部分でも重

要になってくるかと思います。避難訓練の充実

を市町村や地域と連携をしながら、是非今後と

も進めていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

澤田委員 私からは事業別説明書１３７ページ、

浄化槽適正維持管理推進事業について伺います。

２点質疑通告していましたが、すみません、２

点漏れていて合計４点、この事業について質疑

します。 

 この名のとおり、この事業は浄化槽管理台帳

の再整備と認識をしています。今現状、管理台

帳の再整備がどのような状況に至っているのか

を、まず１点目に伺います。 

 そして２点目は、総合計画の実施状況につい

て、浄化槽法第１１条法定検査受検率の目標が

４７．５％となっていて、４７．５％という目

標数値の考え方をお聞きしたいと思います。 

 通告外で申し訳ないんですけれども、これに

関わる受検者の拒否の割合がどのくらいあるの

かと、また、文書指導については文書で郵送し

ているだけだと思うんですけれども、その指導

の仕方がいかようにされているのかをお聞きし

たいと思います。 

 そしてもう一つが、浄化槽法５４条に、浄化

槽の設置及び管理に関し必要な協議を行うため

の協議会を組織することが規定で追加されてお

り、昨年、自民党の清田議員がこの質問をして、

協議会を今後設置するという答弁がありました。

恐らく、間違いなく大分県の浄化槽管理組合で

協議会を立ち上げていると認識はしているんで

すけれども、現状、協議会が設置できているの

か、どのような動きをしているのか、この４点

について質疑します。 

北村循環社会推進課長 まず、台帳の整備状況

についてお答えします。 

 昨年度から台帳整備を行っており、令和６年

度は市町村の所有する下水道台帳、また維持管

理業者が所有する浄化槽管理者の情報を県の浄

化槽台帳と突合し、存在しないことが明らかな

浄化槽５，１１１基を廃止しました。今年度は

令和６年度に整理した台帳情報を基に、法定検

査の受検が一切確認できていないものについて、

全ての浄化槽の管理者に対し７月から文書発送

指導しています。これにより未受検者への受検

勧奨を行うとともに、宛所不明で返送されたも

のについては今後精査をして、来年度に引き続

き行いますが、存在しないところまで確認をし

て、廃止をして、実態を把握できるようにして

いきたいと思っています。 
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 それから申し訳ありません、総合計画という

のは。（「主要な施策の成果です」と言う者あ

り） 

北村循環社会推進課長 主要な施策の成果の目

標値については、受検率が令和３年度末、この

事業を立ち上げるときの最新値が４５．５％で

したので、令和６年度からの３か年事業でこの

台帳整理と広報啓発に重点的に取り組み、年１

％ずつの向上を見込んで目標を設定しています。 

 受検の文書指導のやり方ですけれども、これ

までが大分県環境管理協会という法定検査機関

から受検拒否者の報告が毎月上がってくるんで

すけれども、それを保健所や権限委譲している

市町村にお知らせをして、県からしっかり文書

指導を拒否者に対してやってくださいというこ

とで毎月、権限を持っている保健所と市町村か

ら拒否者に対し文書指導を行っているところで

す。 

 今年、台帳の整備で新しく全未受検者には改

めて新しいメリット、ちゃんと法定検査、清掃

業務それから保守点検をやらないと水が浄化で

きませんよという新しいチラシを同封して文書

指導をしています。 

 ４番目の協議会ですが、協議会は市町村と権

限委譲の保健所、清掃業者、法定検査機関、保

守点検業者が入っており、台帳整備の進め方、

台帳整備後の制度の維持、法定検査の内容につ

いて今検討しているところです。 

澤田委員 ありがとうございます。 

 協議会を通して、台帳の再整備って非常に大

変じゃないかと思っていて、台帳整備も、外部

委託、一般競争入札で多分やっていると思うの

で、是非入札業者含めてしっかり台帳の整備に

ついては数値化をしながら追っかけていただけ

ればと思うので、よろしくお願いします。 

 いずれにしても水質保全において浄化槽は非

常に需要だと思っているので、引き続き目標達

成できるようよろしくお願いします。 

穴見委員 私から２点あります。 

 まず、主要な施策の成果３５４ページ、安全

・安心なインターネット等利用環境づくり事業

についてですけれども、この事業、今の時代に

すごく重要な事業だと思っているし、ＩＣＴカ

ンファレンス、ホームページでも見ましたが非

常に充実した内容と捉えました。ただ、残念な

のが目標値に対して実績値が届いていない状況

です。今後の対応方針を教えていただきたいと

思います。 

 続いて２点目、主要な施策の成果３５５ペー

ジ、大分県少年の船運航事業についてです。 

 こちら、自分の周りからも非常に好評な声を

耳にします。応募者数を見ても、目標値に対し

て実績値が大きく上回っている状況にあります。 

既に大きな予算を使っている事業なので、応

募が多いからといってすぐに、じゃ、枠を広げ

ましょうというのはなかなか難しいんだろうな

と思うんですけれども、今後の展開としてどの

ように考えているのか教えていただきたいと思

います。 

 それと、せっかく参加した方が一過性の経験

として過ぎ去っていかないように、参加後のア

フターフォローというか、何かされていること

があれば教えていただきたいと思います。 

新田生活環境企画課長 まず、安全・安心なイ

ンターネット等利用環境づくり事業について、

目標値、実績値が届いていないのと、今後の対

応ということで御質疑いただきました。 

 本事業の目標値については、コロナ禍前の参

加ニーズを８０名としていましたけれども、コ

ロナ禍以降、開催方法をオンラインに変更した

ことを契機に低調となっており、令和４年度か

ら会場での開催に戻しましたが回復に至らず、

令和６年度も３９名にとどまっています。 

 今年度、世代を超えたＩＣＴやＡＩ活用をテ

ーマに、対象者を中高生だけでなく新たに大人

も参加可能とすることとして、より幅広い議論

ができるよう参加者の目標を５０名に再設定し

たところ、中高生４４名、大人１２名、計５６

名の参加が得られたところです。結果、中高生

が積極的に大人の意見を聞いた上で、さらに活

発な議論を行うなどネットモラル向上に大きな

効果があったのではないかとは思っています。 

 今後、青少年が自ら考え情報社会を生き抜く

力を育む取組と併せて、こどもたちの発達段階
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に合わせたインターネットの適切な利用ができ

るよう保護者に対しても家庭のルールづくりな

どの啓発を進めていきたいと考えています。 

 続いて、大分県少年の船運航事業で、今後の

展開と参加後のアフターフォローについて御質

疑いただきました。 

 まず、今後の展開ですけれども、研修終了後

は参加者や保護者に意見を伺いながら、社会性

を養い、生きる力を育むという本研修の目的に

対して有益な内容となっているか確認している

ところです。今後も社会性やコミュニケーショ

ン能力等を養い、生きる力を育む研修となるよ

う青少年団体とともに適宜検討を加えていきた

いと思っています。 

 また、アフターフォローについては本研修後、

事後研修として参加者同士が学びや成長を深め

合う機会を確保しています。団員が班長や青年

リーダーに憧れて目標にするといった姿が見ら

れ、良いロールモデルになっているのではない

かと思っています。また、かつての団員が班長、

副班長や青年リーダーとして参加する事例も見

られており、次のリーダーの育成につながって

いるところです。人材の育成に向けて参加者の

ネットワークを促進させ、社会参画に対する意

識向上をさらに図っていきたいと考えています。 

穴見委員 ありがとうございます。 

 安全・安心なインターネット等利用環境づく

り事業ですけれども、なかなか中高生に率先し

て行く、促すのは難しいんだろうと思いますが、

さきほども申し上げたとおり、やっぱり今必要

な事業だと思うので、是非、参加者が増える働

きかけをお願いしたいと思います。 

 それと１点伺いたいのが、中高生に対しての

アプローチですけれども、今、もう中学生でも

スマートフォンを持っている子もいますし、何

なら授業でもタブレット等を使っているので、

インターネットに触れる機会は早くなっている

と思います。 

 ですので、小学生に対して、またアプローチ

の幅を広げるというか、今後考えていく必要が

あるのかなと個人的には思うところです。この

事業内容のところにも小学生以下に対して啓発

指導を配布とありますけれども、もう一歩踏み

込んだ取組も考えていかないといけないのかな

と思うところです。何かその辺、今後のお考え

があれば、お願いしたいと思います。 

新田生活環境企画課長 小学生以下、幼稚園か

らこういったインターネットに関するリテラシ

ー教育を始めることは非常に効果的だと考えて

おり、令和６年度も幼稚園、小学生など低年齢

の保護者を対象に８万枚ほどチラシ、パンフレ

ットを作成して配布を行ったところです。また、

今年度も幼稚園、小学生の低年齢者の保護者も

対象にパンフレットを作成してインターネット

利用の適正な利用を促していきたいと考えてい

ます。また、今後もどういった取組が効果的か

検証を加えながら取り組んでいきます。 

福崎委員 ありがとうございます。 

 私からは５点と、質疑通告していないのだけ

れど、１点お聞きしたことがあるので、追加さ

せていただきます。 

 まず、おこさず・あわず・事故ゼロ運動推進

事業費、決算事業別説明書１１９ページです。 

 交通事故のない安全で安心な社会の実現に向

け交通安全運動の実施や交通安全教育の研修等

を開催し、交通安全思想の啓発を行ったとあり

ますが、ヘルメットの着用率の低さや通勤・通

学時の不安全運転を目にすることが少なくあり

ません。また、自転車運転者への青切符制度が

導入されることもあり、これまで以上に交通安

全思想の啓発が必要になってくると思います。 

 令和６年度の取組内容及びどの点に力を入れ

て交通安全思想の啓発を行ったのか考えをお尋

ねしたいと思います。 

 あわせて、県職員は公の立場なので、安全運

転というのは大切。模範を示すべきと思います。

県職員に対する啓発の考え方を部長にお尋ねし

ますので、部長としてのメッセージを発信して

いただきたいと思います。 

 ２番目、地域気候変動対策推進事業費、決算

事業別説明書１２３ページです。 

 予算執行率が６３．７％と低く、事業評価も

Ｂ評価です。要因は何なのか。事務事業評価に

おける事業の成果として、経済活動の活性化に
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より温室効果ガス排出量は微増したものと書い

ています。そして概ね達成ということですが、

何％増加したのか。また、概ね達成とは、どの

程度のことを言っているのかお尋ねしたいと思

います。 

 続いて、温泉資源適正利用推進事業、主要な

施策の成果４９ページです。 

 源泉現況調査を委託していますが、主な活動

指標、源泉位置情報の取得率の目標値が１３％、

実績値が１００％となっています。元々の目標

値が低過ぎると思います。なぜ１３％の目標値

だったのか、理由をお尋ねします。 

 それから令和７年度から令和８年度にかけ、

温泉賦存量調査を行うことになっていますが、

どのような調査なのか。それから成果指標につ

いては、源泉数の全国順位になっていますが、

これについては、私はどうなのかなと思ってい

ます。なぜ、全国順位を成果指標としたのかお

尋ねしたいと思います。 

 四つ目、特殊詐欺等被害防止対策推進事業、

主要な施策の成果１３４ページです。 

 事業の成果としてはスマートフォンや携帯へ

のメール、ＳＮＳや国際電話を利用したものな

ど、多様な手口により６５歳以上の高齢者だけ

でなく幅広い世代、特に２０代で被害が増えて

いるということです。成果指標では目標値が達

成できず評価がＤです。増加傾向にある若い世

代の被害分析及び予防、被害対策をどのように

考えて取り組んでいくのかお尋ねしたいと思い

ます。 

 ＰＣＢ廃棄物対策推進事業費、決算事業別説

明書１３６ページです。 

 これについては、速やかに処理するようにな

っています。低濃度ＰＣＢ廃棄物について、令

和９年度３月までに適正に処理しなければなら

ないとなっていますが、県有施設における低濃

度ＰＣＢ廃棄物の調査及び処理状況がどのよう

になっているのかお尋ねしたいと思います。 

 そして追加ですが、さきほどの防災士の登録

数の話、すみませんが年齢構成を教えていただ

いてよろしいでしょうか。 

新田生活環境企画課長 私からは、おこさず・

あわず・事故ゼロ運動推進事業費について、令

和６年度の取組内容、またどの点に力を入れ交

通安全思想の啓発を図っていこうかという点に

ついてお答えします。 

 令和６年度は高齢者や自転車の交通安全対策

とともに横断歩道でのマナーアップの推進を重

点項目に掲げ、四季の交通安全など県民総ぐる

みの運動を実施し、交通安全思想の啓発を図っ

たところです。また、のぼり旗等の各種交通安

全グッズを活用した関係団体や市町村の活動を

支援したほか、交通安全教育講師による研修を

実施したところです。さらに、横断歩道でのマ

ナーアップの啓発動画をＹｏｕＴｕｂｅ等に開

設した公式チャンネルに公開するなどＳＮＳを

活用した取組も実施しているところです。 

 来年度からは自転車運転への青切符制度が導

入されることから、今年度、県独自にチラシを

作成し各種講習会で活用するなど、広報啓発等

を積極的に実施していきます。 

首藤生活環境部長 私からは、県職員に対する

交通安全の啓発をお答えします。県警と連携し

て毎日、朝夕の通勤時間帯に自転車ヘルメット

の着用等を呼びかけています。定期的にやって

います。加えて、飲酒運転の禁止など、自転車

の安全利用、交通法規の遵守を含めた文書を全

職員に通知するなどをやっています。 

 このほか県職員は共通したシステムを使って

おり、そこで掲示板機能があるので生活環境企

画課の担当職員からヘルメットの着用について

頻繁に呼びかけを行っています。このほか、部

ごとに研修をやることになっており、部によっ

ては交通安全の項目を研修に入れているところ

もあるので、そういうところを一層やっていた

だくように、県職員として範を示せるように庁

内に呼びかけていきたいと思います。 

宮本環境政策課長 私からは、二つ目の地域気

候変動対策推進事業費についてお答えします。 

 まず、予算が執行率が低くなった主な原因で

すけれども、これは大分県が家庭の太陽光発電

のＣＯ２削減量をまとめてクレジット化するお

おいた太陽光倶楽部という事業をやっています。

この売却を毎年行っているところですけれども、
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昨年度の売却量が当初予定を見込んでいた２千

トンから公募した結果５００トンにとどまった。

これにより、基金への積立金としての支出が大

きく減少したことが主な原因です。 

 もう一つ、排出量についてですけれども、直

近の２０２２年度の吸収量を考慮しない純粋な

排出量については２，９９８万９千トンであり、

前年度の２，９５３万３千トンと比較して約１

．５％増加しています。それと目標に対する達

成率ですけれども、これについては９１．９％

ということで９０％以上なので、概ね達成とし

ているところです。 

羽田野自然保護推進室長 私からは主要な施策

の成果４９ページ、温泉資源適正利用推進事業

について御説明します。 

 ３点お尋ねいただきました。活動指標の目標

値１３％が低過ぎるんじゃないか、なぜ１３％

かということです。この調査は大分市を対象に

行うもので、実施前の位置情報取得率が現況調

査実施前の時点で市内の源泉数２４４件のうち

７件であり２．９％と非常に低い実態がありま

した。それを根拠に、初年度の目標を１３％に

設定しています。 

 二つ目です。令和７年度から行う温泉賦存量

調査、どのような調査を行うのかということで

す。これについては、過去の研究や令和６年度

に行った温泉現況調査の結果を基に温泉の開発

前から現在までの変化モデルを作成し、将来の

温泉資源量を予測するものです。 

 ３点目です。成果指標を源泉数の全国順位と

した理由ですが、これについては成果指標を温

泉資源量調査により、温泉資源の保護と持続可

能な利用を図り、おんせん県おおいたを支える

日本一の温泉の源泉数維持を目指すということ

です。 

木内県民生活・男女共同参画課長 私からは、

特殊詐欺等被害防止対策推進事業についてお答

えします。令和６年の２０代の特殊詐欺被害は、

簡単に稼げるなどといった副業名目での詐欺被

害が多く、５３件中３０件と全体の約５７％と

なっています。副業名目の詐欺の端緒はインタ

ーネットの広告等となっており、このような状

況も受け、県では、今年度から詐欺等の端緒と

なりやすいＳＮＳを活用した注意喚起の広報を

年代別に行っているところです。副業名目の詐

欺についても若い世代を対象に行っており、若

者が関心を持ちそうな動画広告で実際の被害事

例などを紹介して注意を促しているところです。 

 また、大学の新入生の出前講座や企業の新採

用職員研修等の機会も捉えて、詐欺についての

注意喚起も行っており、今後もこういった出前

講座の実施を積極的に働きかけていきたいと思

います。 

北村循環社会推進課長 ＰＣＢ廃棄物について

お答えします。 

 高濃度ＰＣＢ廃棄物については、今、８事業

所に保管しており、そのうち７事業所について

は１２月までにＪＥＳＣＯ北海道において処理

をする予定になっています。現在、法にのっと

った漏れ等がないようにしっかり保管をしてい

ただいているところです。残りの１事業者につ

いても、保管を継続していただく予定になって

います。県有施設については、文書での周知に

加えて、専門家を講師として招いた説明会の開

催等により、低濃度ＰＣＢ廃棄物の調査を実施

しています。文書通知と庁内のネットの掲示板

などにも上げて、期限が迫っているという呼び

かけをしています。現在各施設において調査を

行っており、令和９年３月末までに見つかった

ところは処理をする見込みになっています。 

山口防災対策企画課長 防災士の年齢構成につ

いてです。養成した１万４千人の防災士の年齢

構成ですが、把握はできておりません。今年も

５００人余りの防災士の養成を進めようとして

いるところですが、私も今、防災士の養成講座

の講師として入っている中で、実感としては６

０代が一番多いと感じているところです。中に

は１０代の方もいます。 

福崎委員 時間がないので、まず、温泉資源適

正利用推進事業ですが、源泉数でもいいんでし

ょうけれど、今後、温泉の量が減っていくこと

が大変危惧される。湧出量も全国１位だったと

思うんです。ですから、源泉数より湧出量をや

っぱり指標目標として、量が減らないようにい
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ろんな方策を打っていくことが、私は別府市の

温泉を守っていくことにつながっていくんでは

ないのかなと。私の意見ですから、そこら辺は

指標の見直しするときにひとつ検討いただけた

らと思っています。 

 それからＰＣＢ廃棄物については、低濃度の

含まれたもの、器具は大体高圧の受電施設が多

分多いと思うんですけど、主任技術者等にそこ

ら辺は委託していて、しっかりと管理していた

だくように、取り替えたときには必ず点検、確

認していただくようお願いしたいと思います。 

 最後に防災士ですが、多分７０歳以上の方が

多いのではないかと思います。そこが機動力が

ないことにつながっているところもあるのかな

と思うので、しっかりそこら辺、構成は分析し

て若い方を入れていただきたいと思います。 

麻生委員 地域気候変動対策推進事業費及び未

来の環境を守る人づくり事業費に関連して伺い

ます。 

 地球温暖化は深刻で、現在の猛暑を鑑みると、

ふだんの暮らしでできることを何からやってい

くのか、地球規模の問題だからなかなか難しい

問題であるけれども、やらざるを得ない中で、

どのようなＮＰＯや団体の啓発活動研修等に県

として助成金等を出しているのか、まず伺いた

い。 

 環境省が直接大分県内の団体等を育成しよう

としていることも認識しているので、その実態

について伺うと同時に、大分市内、駅周辺とか

建築ラッシュになっているんですけれども、建

築物のＺＥＢ建築はなかなか進んでいないわけ

で、大分県はスタート年は環境省の助成金を取

ったりして脚光を浴びていたのですが、その後

ばったりとどまっているのが現実ではないかな

と。そういう意味で、県内のＺＥＢプランナー

の育成状況はどうなっているのかをお伺いしま

す。 

 次に、さきほども出ましたが事業別説明書１

２０ページの大分県少年の船運航事業費に関し

てですけれども、これは実行委員会方式で、実

行委員会への助成金についてはこういった形で

表現されているんですけれども、全体の事業報

告が見えてこないんで、例えば研修リーダー等

も含めて高校生あるいは大人とかいった方々の

参加費がどうなっているかもなかなか見えない

から、事業全体の報告書あるいは参加者の感想

も含めた報告書があるのかないのか、あるいは

どういう形で作っているのか。以上、伺います。 

宮本環境政策課長 お答えします。 

 まず、二つの事業について御質疑いただきま

したけれども、一つ目の地域気候変動対策推進

事業費の中では環境保全課活動を行っているＮ

ＰＯ法人などに一般向けの講座などの開催を委

託して実施しています。一つ一つの講座の参加

人数は多くはないんですけれども、複数回実施

するなどして地道に啓発活動を行っているとこ

ろです。 

 あともう一つの未来の環境を守る人づくり事

業費については、講座の開催等は行ってはいな

いんですけれども、環境カウンセラーや大学教

授などをアドバイザーとして委嘱して、地域や

学校などで行われる講演会や学習会、自然観察

会などに派遣をしています。そうした活動で、

地球温暖化対策の普及啓発をＮＰＯ法人などと

連携しながら進めているところです。 

 もう一つ、ＺＥＢプランナーの関係ですけれ

ども、県ではＺＥＢプランナーの育成に係る取

組は特段行っていないところですけれども、県

内でも設計事務所や電気工事会社など１６社が

一般社団法人環境共創イニシアチブにＺＥＢプ

ランナーとして登録されていると認識していま

す。今後、温室効果ガスの削減を進めていく上

ではＺＥＢを増やしていくことはもちろん、遮

熱、断熱といった様々な技術を県内でも広く普

及させていくことが大事だと考えているので、

今後はＺＥＢプランナーのニーズが県内に広が

っていくように、省エネや再エネの導入を一層

推進していきたいと考えています。 

新田生活環境企画課長 大分県少年の船運航事

業の報告書について御質疑いただきました。 

 少年の船については、本研修終了後、事後研

修を経て、報告書も毎回作成しています。その

中で、経費や参加者、それからこれに参加した

団員の感想などを取りまとめて掲載し、実際に
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この事業の趣旨である生きる力を養うのにどれ

だけの力があったかを報告しているところです。 

麻生委員 地球温暖化の啓発活動は単年度でで

きるものではないかと思うんです。そういう中

で、単年度で打ち切られている団体があるやに

伺っているんです。そのあたりの認識はどうな

っているのか、再度伺います。 

 それから少年の船に関しては報告書、是非、

資料を提出いただければ幸いです。 

宮本環境政策課長 啓発事業については、おっ

しゃるとおり地道に長い年月かけてやっていく

必要があるものと考えています。そうした中で、

県でもいくつかの事業を行っており、毎年、適

切な団体を判断した上で委託をしています。そ

うした中で委託する団体が変わるということは

あり得ることと思っていますが、いずれにして

も普及啓発の活動を県として地道にやっていく

ことが大事かと思っているので、ＮＰＯ法人と

連携して今後も取り組んでいきます。 

森委員長 ただいま麻生委員から少年の船の報

告書に関する資料提出の要求がありました。 

 お諮りします。 

 ただいまの資料、委員会として要求すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、ただいまの資料

を要求することに決定しました。 

 執行部はよく調整の上、速やかに提出を願い

ます。 

麻生委員 ありがとうございます。いわゆるＮ

ＰＯあたりの啓発活動の助成については、３年

とか５年とか当初の採択のときからしっかり練

られた事業計画を見て、寄り添ってそれをしっ

かりサポートしながら成果を上げていってほし

いなと思います。あわせて、ＺＥＢプランナー

についてはいろんな動きがあると伺いましたの

で、是非強力にサポートしていただくことを重

ねてお願いしたいと思います。 

 なお、少年の船に関して、今年、九重町の高

校生３人が大分空港発着のウランバートル直行

便、モンゴルの旅、少年の船じゃなくて少年の

翼、正しくいわゆる指導者リーダー研修みたい

な感じで冒険体験という形で、モンゴルの大自

然、大草原の中でかけがえのない経験をされて

いると思います。そういった参加者の高校生の

声も一度聞いてみて、こういった少年の船の事

業、少年の翼の事業にいかしていくことができ

るんではないかなと思います。来年度も大分空

港発着、直行便チャーター便で９月に行うとい

うことで関係者が頑張ってくれているので、こ

ういったことは大分空港の利用促進にもつなが

るでしょうし、大分のこどもたちの冒険体験を

育むことにつながっていくでしょうし、それを

点から面に広げていくこともとても大事なこと

と思うので、お願いしておきたいと思います。 

森委員長 さきほどの澤田委員の質疑の中で、

浄化槽点検の拒否率について答弁漏れがありま

したので、再度答弁を求めます。 

北村循環社会推進課長 法定検査の受検の案内

を出して拒否をされた方は、約１％になります。 

森委員長 それでは、ほかに事前通告されてい

ない委員で質疑がありませんか。 

今吉委員 ちょっと１点だけ。主要な施策の成

果２８ページ、消防力強化推進事業、消防力強

化するために消防団員の確保対策と挙げてある

けれど、この評価を見るとＡで成果指標が女性

消防団員採用数は上がっていますが、現実的に

県内において消防団員はどんどん減っていると

思うんです。消防団員の数は把握していると思

いますが、消防団員を増やす政策をもっと全面

に出すことは難しいんでしょうか。 

渡辺消防保安室長 消防団員については、令和

７年４月１日現在で１万２，９７６人です。委

員おっしゃるとおり、昨年度から比べると、２

６０名ほど消防団員全体の数が減っているとこ

ろです。なかなか人口減少社会の中で消防団員

確保といいますか、維持していくこと自体が各

消防本部、非常に困難な状況になっています。

それを踏まえて、今年度は新たに高等学校と連

携して、就職、進学前の生徒とかに消防団の魅

力をお伝えして、将来的に地元に戻ってきたと

きに消防団に入団していただけるような取組も

進めているところです。 

 あわせて、消防団応援サイトを昨年１０月に
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立ち上げてホームページを作っています。この

中に、１８消防団の各市町男女１名ずつのイン

タビュー記事も載せています。また、消防団応

援の店という登録が３８５店あるんですけれど、

応援の店、飲食店だとかホテルだとかそういっ

たことも検索しやすい形で進めているところで

す。 

 なかなか確保は難しいんですけれど、私も今

消防団長のところにも行き、意見交換を随時行

っているところなので、この点に関しては全国

的に下がっているところもあり、難しい部分は

ありますけれども、各消防本部と連携しながら

消防団の確保維持に引き続き努めていきたいと

考えています。 

今吉委員 消防団員の確保はどんどん減ってい

て、それで現実的に県内の市町村職員あるいは

県職員も消防団に入れるでしょう。そこは、ど

うなんでしょうか。渡辺室長も団員になってい

ますか。 

渡辺消防保安室長 確かに市町村に関しては、

新採用になったときによく団員になっていると

いう話は、さきほどお話しした消防団長との話

の中で聞いています。県職員の団員としての参

加は把握していませんが、何人かはいると聞い

ています。なお、私は入団していません。 

森委員長 ほかに通告されていない委員で質疑

ありませんか。 

戸高委員 通告なしですみません。一つもう既

に今、質疑が出た中ですけれども主要な施策の

成果４９ページの温泉資源適正利用推進事業の

件。温泉台帳の整備、また温泉の分析について

です。以前にもデジタル化を含めて要望をして

いたけれども、その前の４８ページも、掘削、

温泉を新規に設置する場合、温泉の成分分析含

めてモニタリングしていて、距離が適正かも含

めて分析をしていると思うんですが、一番大事

なのは管理の部分だと思います。温泉施設を廃

止して、廃止届出管理はきちんとチェックする

と思うんですが、実は廃止をせずにそのまま残

して施設が壊れてずっと吹き出していると。前

に申し上げたけれども、いつもそこは虹が出て

いて車を周辺に置けないところが何件かあるん

です。その度に県職員が丁寧に管理をしていた

だこうと頑張っているんですが、何の権限もな

いわけです。市町村の迷惑防止条例ぐらいしか

適正に対処するすべがなくて県職員も本当に頑

張って定期的に行きながら、やっと変えたけれ

どもまた発生するという状況が続いています。

今後の事業の組替え、追加や拡充をする場合に

は、大事な資源を管理するという目線でやって

いただければと思います。 

 それともう一点。令和３年から配管の上乗せ

補助をしていただいているんですけれども、宅

内配管についても大分市でいえば上限３０万円

の補助が活用できるようになりました。県のホ

ームページ等でもチラシを作っているけれども、

この中にもこういった宅内配管の補助も使える

よと是非ＰＲを進めていただきたいと思います。

補助金があるから転換をするという考え方では

ないんです。改装するときに補助が使える、新

築を造るときに補助が使えるという考え方なの

で、その補助金の在り方も、今後検討していた

だければと思います。その点について見解があ

ればお願いします。 

北村循環社会推進課長 浄化槽の合併転換の補

助金の上乗せで御質疑があったと思いますけれ

ども、補助金は土木建築部が所管しているので、

御意見を伝えます。 

羽田野自然保護推進室長 管理については、現

在そういう制度自体ありませんが、今後、温泉

を守るという観点から事業構築する際に心得て

いきたいと思います。 

森委員長 ほかに委員で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 事前通告が１名の委員外議員から出

されているので、事前通告のあった委員外議員

の質疑を行います。 

守永委員外議員 １点質疑させていただきます。 

 一般及び特別会計決算事業別説明書の１１９

ページの交通対策費の関係ですけれども、その

中に、優しいマナーと思いやりの運転県おおい

た推進事業費があります。これまで予算特別委

員会や決算特別委員会といった機会があるごと

に交差点の交通ルールが身に付いていないドラ
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イバーが多いことを、主に県警本部等に投げか

けてきました。私、地元で地域の児童の登校時

間に交通安全の見守り活動をしているんですけ

れども、依然として交差点を通過する際のルー

ルが分からない様子のドライバーをよく見かけ

ます。特に事故につながりかねない例を言うと、

優先道路を横切ろうとする車が、優先道路上の

車がすぐそばに来ているのに停止を続けようと

せずに発進をしたり。きっと優先道路上の車が

一時停止するだろうと思ったのだろうと思いま

す。また、優先道路を進行する車が交差する道

路上の車両を先に行かせようとして一時停止を

してしまうなど、四方から来る車両のタイミン

グ次第では大きな事故につながりかねないよう

な事例を今でも体験しますし、今朝も２回ほど、

そういった事例がありました。そういった事故

を防止するという観点で、交通安全なり優しい

マナー、思いやり、そういった取組を続けてい

く上で、これまで注意喚起にどのような取組を

されてきたのか御教示いただければと思います。 

新田生活環境企画課長 交差点における交通安

全について御質疑いただきました。 

 本年８月末の時点で、全交通事故の約５割が

交差点及び交差点付近で発生しており、交差点

における交通安全は重要な課題と認識していま

す。県ではこのような現状を踏まえ、特に横断

歩道において歩行者が犠牲となる重大事故を抑

制するため、横断歩道でのマナーアップの推進

を重要施策の一つとして取り組んでいるところ

です。そのため四季の交通安全運動期間中のほ

か、交通マナーアップの日や県民交通安全日、

飲酒運転根絶県民運動の日における街頭啓発に

加え、横断歩道でのマナーアップに係る啓発動

画をＹｏｕＴｕｂｅ上に公開し、横断歩道での

交通マナーアップの啓発に取り組んでいるとこ

ろです。 

 引き続き、思いやりの連鎖の大切さを発信し、

横断歩道における交通ルールの遵守とマナーア

ップの推進に取り組んでいきたいと思います。 

守永委員外議員 ありがとうございます。 

 これまで県警本部に対しても交差点での通行

する際のルールを指導してほしいと投げかけを

してきたけれども、免許証の更新等の様々な講

習会のときには、しなければならない部分が定

められていて、なかなかそういうことを余分に

できる時間がないと答弁をいただいていたので、

そういった縛りにこだわらずに済む部局で指導

できる際に啓発をしていただきたい思いがあり

ます。是非、交通安全、また優先道路の在り方

なり見分け方について情報提供をしていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

森委員長 ほかに委員外議員で質疑はありませ

んか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、全

体を通して委員から、ほかに何か質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、これで質疑を終了し

ます。 

これをもって生活環境部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

〔生活環境部、委員外議員退室〕 

 

森委員長 これより内部協議に入ります。 

さきほどの生活環境部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 特にないので、委員からいただいた

御意見、御要望及び本日の審査における質疑を

踏まえ、審査報告書案として取りまとめたいと

思います。 

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、そのようにします。 

以上で生活環境部関係の審査報告書の検討を

終わります。 
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暫時休憩します。 

午前１１時５３分休憩 
――――――――――― 
午後 １時００分再開 

阿部（長）副委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

 これより農林水産部関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、農林水産部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

渕野農林水産部長 令和６年度一般会計歳出決

算のうち、農林水産部関係分について御報告し

ます。 

Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ（サイドブックス）のペ

ージ通知機能を使用し、説明するページを表示

するので、タブレットの画面右下に青い通知が

出たら表示をタップしてください。 

それでは初めに、お手元のタブレットの資料

番号１０、令和６年度一般会計及び特別会計決

算事業別説明書の１７５ページを御覧ください。 

 上段、一般会計の一番下、歳出合計欄を御覧

ください。 

 令和５年度からの繰越しを含めた予算現額は

８８２億１，２４４万６，０４８円となってお

り、その右側の支出済額５９６億１，０５３万

１，５６７円と、その右の令和６年度から令和

７年度への翌年度繰越額を差し引いた不用額は、

５８億１，９２２万５，００５円となっていま

す。 

 不用額の詳細や特別会計については、各課室

の決算状況とあわせて後ほど担当課室長から御

説明します。 

 続いて、資料番号１３、令和６年度決算特別

委員会審査報告書に対する措置状況報告書の９

ページを御覧ください。 

昨年度の決算特別委員会の審査報告書に対す

る措置状況を御報告します。 

まず、農業改良資金貸付金の収入未済額の縮

減等についてです。農業改良資金は、平成２２

年度の法律改正により、貸付機関が県から日本

政策金融公庫に移管されていることから、現在

県では一般会計において、移管前の貸付に係る

債権の管理を行っています。令和６年度は、滞

納の解消に向けて滞納者１２名と返済方法の協

議等を重ねた結果、元金５２万円、違約金８７

万２千円を回収しました。今後も関係機関と連

携しながら督促を行い、収入未済の解消に努め

ます。 

次に、１０ページを御覧ください。 

沿岸漁業改善資金の収入未済額の縮減等につ

いてです。令和６年度は、滞納解消に向けて、

滞納者２名と返済方法の協議等を重ねた結果、

元金４０万円、違約金１２万円を回収しました。

こちらもさきほどの農業改良資金と同じく、関

係機関と連携しながら督促を行い、収入未済額

の縮減に努めます。 

次に、２１ページを御覧ください。 

流域治水による防災・減災対策についてです。

農林水産部では、防災重点農業用ため池の防災

工事や基幹的農業水利施設の更新整備等を計画

的に実施するとともに、既存の農業用ダム、た

め池の事前放流や田んぼダムなどの流域治水に

取り組み、防災・減災対策を推進しています。 

田んぼダムについては、令和６年度に田んぼダ

ム推進部会で令和１５年度の取組目標面積を３

千ヘクタールに決定し、本格的な取組を開始し

たところです。 

 田んぼダムの推進にあたっては、さらなる拡

大に向けてハード・ソフト両面から支援を行っ

ていきます。 

ハード面では、田んぼの雨水貯留機能を発揮

するために必要な畦畔の更新や排水桝の整備な

どについて、国庫補助事業の活用による支援を

行います。 

またソフト面では、推進主体である市町と連

携し、田んぼダムの効果や多面的機能支払交付

金の加算措置などを地元へ丁寧に説明していく

とともに、田んぼダムの模型等を活用した出前

講座の開催など積極的な普及啓発にも取り組み、

地元の理解醸成を図っていきます。 

引き続き、市町等関係者と連携し、優良事例

の情報共有や現場で生じた課題の解決を図りな

がら面積拡大に取り組み、流域治水による防災
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・減災対策に努めます。 

次に、資料番号１２、令和６年度における主

要な施策の成果各部評価結果一覧表の１８ペー

ジを御覧ください。 

 主要な施策の成果について御報告します。 

 農林水産部関係分としては、１８ページから 

２１ページにかけて、８８事業を記載していま

す。 

 まず、１評価結果総括表を御覧ください。成

果指標の達成度合いによる評価をまとめており、

達成率１００％以上のＡが５５事業、達成率１

００％未満から９０％以上のＢが１２事業、達

成率９０％未満から８０％以上のＣが５事業、

達成率８０％未満のＤが８事業となっています。 

なお、実績のみ掲載で評価対象外となってい

る８事業については、公共事業や施設整備事業

など、単年度での成果の測定が難しい事業です。 

次に、事業の今後の方向性を御覧ください。

継続が６９事業、見直しが１２事業、終了が７

事業となっています。 

 ２個別事業一覧表では、事業ごとの成果指標

の達成率をまとめています。 

続いて、資料番号１１－２、大分県長期総合

計画の実施状況についての１５７ページを御覧

ください。 

ここからは、昨年度重点的に取り組んだ８事

業について、個別に御説明させていただきます。 

まず、一番上の１６番短期集中県域支援品目

生産拡大推進事業です。 

事業名の下の事業概要欄を御覧ください。こ

の事業は、大分県の顔となる園芸品目を育成し、

生産拡大を図るため、農業団体等が行う産地課

題の解消につながる取組に対して集中的かつ総

合的に支援するものです。 

右下の事業の成果を御覧ください。ねぎ、ピ

ーマン、高糖度かんしょ、ベリーツの４品目で

産地拡大を推進した結果、右上の成果指標の欄

にあるとおり、作付面積は目標の７８７ヘクタ

ールを上回る８０９ヘクタールに拡大し、目標

を達成するとともに、ねぎの産出額は過去最高

の１０１億円となりました。 

今後の方針を御覧ください。面積拡大に必要

な常用機械や生産性向上のための設備の導入な

どの取組により、産地拡大のボトルネックが解

消され、当初の事業目的をおおむね達成したこ

とから、本事業は終了となります。 

引き続き、産地拡大が県域で見込まれる品目

を園芸基幹品目と位置付け、各品目が抱える課

題を解決するため、ハード・ソフト両面から支

援を行っていきます。 

次に、１５８ページを御覧ください。 

一番上の１９番大規模園芸団地整備促進事業

です。この事業は、大規模園芸団地の整備を推

進するため、市町による園芸団地化プランの作

成を支援するとともに、農地の再編整備に向け

た農地情報カルテの作成と、その担い手になる

経営体とのマッチング意向調査を実施するもの

です。 

右下の事業の成果を御覧ください。農業成長

産業化推進本部を県及び市町に設置し、市町や

農業団体、県が一体となって取り組む新たな推

進体制を整備しました。 

また、農地情報カルテを県下５２か所で策定

し、農地の状況と集積可能性を整理するととも

に、担い手意向調査により、規模拡大を希望す

る農家のニーズを把握しました。 

 今後の方針ですが、引き続き、大規模園芸団

地の計画的な整備に向け、県農業成長産業化推

進本部の運営と市町農業成長産業化推進本部の

取組を支援するとともに、意欲的な担い手への

マッチングを推進します。 

 次に、１６１ページを御覧ください。 

一番下の３０番自給飼料基盤活用推進事業で

す。この事業は、国際情勢の影響を受けにくい

自給飼料の生産基盤を確立するため、放牧経営

の新規参入や規模拡大に取り組む事業者に対し

て支援するものです。 

 事業の成果です。子牛価格の下落等の影響に

よる畜産農家の経営状態の悪化を受け、新規放

牧地整備に前向きな生産者の数が想定を下回っ

たため目標未達成となりましたが、本事業の結

果、計１０ヘクタールの未利用地の放牧地化が

進みました。 

今後の方針ですが、パンフレットや県のホー
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ムページによる情報発信の拡充に加え、放牧研

修会などによる新規放牧者の掘り起こしや既存

の放牧農家の規模拡大を強力に推進することで、

低コストな畜産経営を後押ししていくとともに、

自給飼料の生産拡大を支援することで畜産農家

の経営安定を図ります。 

 次に、１５４ページを御覧ください。 

 一番上の７番企業等農業参入推進事業です。

この事業は、県内外企業の農林水産業分野への

誘致を迅速かつ効果的に行うため、情報発信や

参入企業に対する総合支援を行うとともに、専

門家派遣や人材育成研修など、フォローアップ

支援に取り組むものです。 

主な事業内容は、①遊休施設活用および機械

整備助成による参入企業支援や②農業参入に関

する誘致活動として、農業参入セミナーの開催、

大手金融機関と連携して参入候補企業をリスト

化し、マッチング等を行うものです。 

こうした取組により、成果指標にあるとおり、

令和６年度の農業参入企業件数は２１件と目標

を達成しました。 

 今後の方針ですが、引き続き大手金融機関と

連携した参入支援やセミナー開催、広報活動等

により、優れた経営能力を持つ企業の農業参入

を推進するとともに、参入後の営農開始から更

なる事業拡大まで一貫した支援により、参入企

業の安定的な成長を促進していきます。 

 次に、１７４ページを御覧ください。 

 一番下の９番林業再生県産材利用促進事業で

す。この事業は、県産材の需要拡大と高齢林の

伐採・活用を図るため、木材の加工流通施設の

整備や大径材の利用促進に向けた取組等を実施

するものです。 

主な事業内容は、①木材加工流通施設の整備

に要する経費の助成や②新たな販路開拓に向け

て大径材製品のサンプル出荷を支援するもので

す。 

 成果指標です。製材品の付加価値向上に向け、

製材所に対して乾燥機などの導入を支援したこ

とで、乾燥材生産量は目標を上回る年間１万７

千立方メートルとなっています。 

今後の方針ですが、引き続き大径材の利用促

進や、木材加工流通施設の整備等の取組を実施

するとともに、不安定な国際情勢等に柔軟に対

応できるように、輸出先国の多角化を推進して

いきます。 

次に、１７６ページを御覧ください。 

一番下の１５番鳥獣被害総合対策事業です。

この事業は、野生鳥獣による農林作物被害の軽

減を図るため、狩猟者確保対策、捕獲対策、集

落全体で行う予防対策を総合的に支援するもの

です。 

主な事業内容は、①有害鳥獣捕獲許可に基づ

くイノシシ・シカ等の捕獲に対する報償金の支

給や②防護柵の購入等に要する経費の補助など

です。 

事業の成果です。集落点検活動の実施や捕獲

報償金による捕獲圧の強化、狩猟者確保対策な

どを総合的に取り組んだものの、防護柵未設置

箇所等のイノシシによる農業被害額等が増加し

たため、目標を達成できませんでした。 

今後の方針ですが、これまでの対策に加え、

新たに支援チームの設置による集落支援の強化

や、大学生等へのセミナーによる若手狩猟者確

保、全小中学校給食へのジビエ提供などにより、

さらなる被害額低減に取り組んでいきます。 

次に、１８３ページを御覧ください。 

上から２番目の１１番県産水産物流通拡大推

進事業です。この事業は、県産水産物の流通拡

大を図るため、大消費地における販促活動を行

うとともに、各種団体の強みを活かした魚食普

及活動やおおいた県産魚の日を活用した県産魚

ＰＲ活動を実施するものです。 

事業の成果です。昨年度、県外ではかぼすブ

リ等の取扱実績のある居酒屋チェーン店をおお

いたの魚パートナーシップ飲食店として認定す

るとともに、認定店を中心としたフェアを開催

しました。また、県内では、量販店での消費拡

大キャンペーンや学校給食の提供、海づくり教

室等の魚食普及活動を行い、県産魚の消費拡大

の取組を進めました。 

今後の方針ですが、昨年度開催された全国豊

かな海づくり大会を契機とした県民の水産業へ

の関心の高まりを次世代へ継承するため、新た
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に海づくり大会を契機とした水産物消費拡大事

業として、海づくり教室の拡充や大会ロゴマー

ク等を活用した県産魚のＰＲ等に取り組んでい

きます。 

次に、１８２ページを御覧ください。 

 一番上の７番養殖ブリ周年供給体制構築事業

です。この事業は、養殖ブリの周年出荷体制を

構築するため、４月から６月の端境期出荷に向

けた人工種苗の安定供給体制を整備するもので

す。 

主な事業内容は、①８月採卵種苗の安定供給

に向けた大分県漁業公社への人工種苗の生産と

中間育成の委託や②９月以降の採卵による人工

種苗の現地養殖試験です。 

事業の成果です。大分県漁業公社に８月採卵

人工種苗の生産・中間育成を委託して目標数の

人工種苗を生産し、県内養殖業者に供給するこ

とができました。 

今後の方針ですが、国の研究機関と連携した

大分県漁業公社への指導により生産技術の安定

化を図るとともに、９月以降の採卵による養殖

期間の短期化の検証に取り組んでいきます。 

続いて、令和６年度行政監査・包括外部監査

の結果について御説明します。 

資料番号１６、令和６年度行政監査・包括外

部監査の結果の概要について、御説明します。 

まず、行政監査についてですが、当部の関係

では指摘はありません。 

次に、包括外部監査についてです。６ページ

を御覧ください。 

当部の関係では、資料の中ほど、５主な監査

の結果の指摘事項１２７件の内数ですが、改善

４件、勧奨３５件の計３９件御指摘をいただき

ました。このうち、改善事項１件について御説

明します。 

２４ページを御覧ください。 

表の上から４番目の持続可能な豊かな有機産

地等活性化事業について、成果指標達成に向け

た活動指標の目標値が初年度から大きく達成し

ていたため、目標値が妥当な水準であるか検討

する余地があるなどの御意見をいただきました。 

これを受け、今後は、適切な目標値の設定に

努めるとともに、実績値が目標値を著しく上回

った場合は、要因を分析し、必要に応じて目標

値の見直しも検討します。 

私からの説明は以上です。引き続き各種の決

算状況について、担当課室長から御説明します。 

一丸農林水産企画課長 令和６年度の農林水産

部関係の決算状況について、お手元のタブレッ

トの決算附属調書と一般会計及び特別会計決算

事業別説明書により御説明します。 

なお、今年度の組織改正に伴い、担当課が変

更された事業については、当該事業を引き継い

だ所属から説明及び質疑の回答をします。 

まず、歳入関係です。資料番号９、令和６年

度決算附属調書についての１３ページを御覧く

ださい。 

こちらには、歳入決算額の予算に対する増減

額を記載しています。 

まず、左の科目欄にある農林水産業費国庫補

助金ですが１３２億２，３８９万４，６９８円

の減となっています。これは、増減理由欄の減

収となったもののうち、下から４番目、農村地

域防災減災事業費補助金において、国の補正予

算関連事業の繰越明許及び事故繰越しに伴い、

令和６年度の国庫補助金が減収になったことな

どによるものです。 

次に、２２ページを御覧ください。 

貸付金元利収入のうち、増減理由欄の減収と

なったものの上から２番目、農山漁村女性・若

者活動支援資金貸付金分において、貸付実績が

見込みを下回ったことによるものです。 

次に、３１ページを御覧ください。 

不用額です。科目欄の農業費のうち、下から

３番目の園芸振興費２億６，５７４万３，７０

４円については、おおいた園芸産地づくり支援

事業費の補助金が見込みを下回ったことなどに

よるものです。 

また、科目欄の畜産業費のうち、上から３番

目の家畜保健衛生費４億１，８２１万３，１９

２円については、高病原性鳥インフルエンザな

どの家畜伝染病の発生がなかったため不用とな

ったものです。 

次に、３９ページを御覧ください。収入未済
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額です。 

科目欄の下から２番目の貸付金元利収入のう

ち、課名欄の上から３番目の団体指導・金融課

１，４１６万５，６３５円、続いて、４０ペー

ジの科目欄、違約金及び延納利息にある団体指

導・金融課５，２４４万８４９円は、いずれも

農業改良資金の貸付先の経営不振等によるもの

です。 

収入未済額等については、さきほど部長から

申し上げたとおり、今後とも、関係機関と連携

しながら督促を行い、その縮減に努めます。 

続いて、特別会計に関する決算状況を御説明

します。 

７５ページを御覧ください。歳入決算額の予

算に対する増減額です。 

科目欄の一番上の括弧書き県営林事業特別会

計のうち、不動産売払収入４，００１万５，２

６１円の増です。これは、主伐や間伐の素材販

売価格が好調に推移したことにより、立木売払

収入が見込みを上回ったことによるものです。 

次に、７９ページを御覧ください。不用額で

す。 

科目欄の一番上の括弧書き、沿岸漁業改善資

金特別会計のうち、沿岸漁業改善資金４億８，

０３０万６千円です。これは貸付実績が見込み

を下回ったことによるものです。この不用額は

繰越しを行い、本年度の貸付金等の原資としま

す。 

また、科目欄の上から２番目の括弧書き、県

営林事業特別会計のうち、県民有林事業費の伐

採事業費１，４５４万７，１４２円については、

県民有林事業の委託料が見込みを下回ったこと

などによるものです。 

次に、８２ページを御覧ください。収入未済

額です。 

科目欄の上から３番目の括弧書き、林業・木

材産業改善資金特別会計のうち、貸付勘定の貸

付金元利収入４６万２千円、その下、業務勘定

の雑入８２１万３，３６９円、また、その下の

括弧書き、沿岸漁業改善資金特別会計のうち、

貸付勘定の貸付金元利収入５２９万円、その下、

業務勘定の雑入３４１万円は、いずれも資金借

受者の経営不振や破産などによるものです。 

以上、農林水産部関係の決算状況です。 

続いて、資料番号１０、令和６年度一般会計

及び特別会計決算事業別説明書により、歳出関

係の主な事業について関係課から御説明します。 

まず、農林水産企画課関係について御説明し

ます。 

決算事業別説明書の１７８ページを御覧くだ

さい。 

第３目農業協同組合指導費のうち、営農指導

体制強化事業費７１万１，００７円です。これ

は、生産者の技術の向上や営農指導員の指導力

向上により、農業協同組合の生産部会の活性化

を図るため、農協が行う技術力の高い生産者を

活用した栽培講習や巡回指導等の取組に対し支

援したものです。 

金子団体指導・金融課長 団体指導・金融課関

係について御説明します。 

１８１ページを御覧ください。 

林業・木材産業改善資金特別会計のうち、下

段、木材産業等高度化推進資金貸付金３億４０

０万円です。これは、木材の生産や流通を担う

事業者の事業合理化に向け、経営改善等に必要

な短期運転資金を低利で貸し付けるため、必要

な資金を融資機関に預託したものです。 

宇留嶋地域農業振興課長 地域農業振興課関係

について御説明します。 

１８５ページを御覧ください。 

 事業説明欄の上から２番目、スマート農林水

産業技術普及拡大事業費６，１９７万１，２３

５円です。これは、農林水産業の省力化・生産

性向上等を図るため、実施したものです。例え

ば、画像解析技術を活用した小ねぎ調製機の開

発や白ねぎ等大規模露地野菜の生育診断・収穫

量予測に向けたドローンリモートセンシング技

術、ドローンによる水稲の播種・施肥作業体系

の確立に向けた現地実証、電子遊漁券を活用し

た内水面漁業の資源管理の実証等を行いました。 

玉田新規就業・経営体支援課長 新規就業・経

営体支援課関係について御説明します。 
１９０ページを御覧ください。 
第２目農業振興費のうち、事業説明欄の上か
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ら２番目、農業担い手確保・育成対策事業費３

，１２３万５，０１０円です。これは、産地が

求める新たな担い手を確保するため、就農相談

員の設置など就農に関する相談体制を整備する

とともに、移住就農希望者に向けた東京都や大

阪府での就農フェアや相談会の開催、農林水産

業の魅力の情報発信を行ったものです。 

山口水田畑地化・集落営農課長 水田畑地化・

集落営農課関係について御説明します。 

１９４ページを御覧ください。 

第２目農業振興費のうち、事業説明欄の１番

目、中山間地営農経営体強化対策事業費３，７

２７万７千円です。これは、持続可能な中山間

地農業を確立するため、集落営農組織等の収益

構造の改革や大規模経営体による連携・統合を

支援したものです。 

田﨑おおいたブランド推進課長 おおいたブラ

ンド推進課関係について御説明します。 

１９７ページを御覧ください。 

第２目農業振興費のうち、事業説明欄の一番

下、農林水産物輸出需要開拓事業費７，７００

万９，３１６円です。これは、成長する海外需

要を取り込み、農林水産業者の所得向上を図る

ため、ブランドおおいた輸出促進協議会等が行

う輸出拡大の取組を支援したものです。 

漆間園芸振興課長 園芸振興課関係について御

説明します。 

１９９ページを御覧ください。 

第９目園芸振興費のうち、事業説明欄の１番

目、おおいた園芸産地づくり支援事業費８億２

，０４３万４，８４５円です。これは、大分県

の顔となる園芸品目を育成し生産拡大を図るた

め、短期集中県域支援品目の生産拡大計画や市

町の園芸産地づくり計画に基づき、認定農業者

等が行う栽培施設の整備等を支援したものです。 

本田畜産振興課長 畜産振興課関係について御

説明します。 

２０２ページを御覧ください。 

第２目畜産振興費のうち、事業説明欄の一番

上、おおいた和牛流通促進対策事業費２，１０

０万２，０８４円です。これは、おおいた和牛

の認知度向上と流通拡大を図るため、キャンペ

ーンの実施やイベント等による情報発信に加え、

大分市内の小学校において食育活動等を実施し

たものです。 

森迫農地計画課長 農地計画課関係について御

説明します。 

２０６ページを御覧ください。 

第３目土地改良費のうち、事業説明欄の下か

ら２番目、農業農村整備計画調査事業費５，８

３７万２００円です。これは、水田畑地化等に

よる大規模園芸産地づくりに向けた基盤整備等

を推進するため、農家の意向や農地集積状況を

的確に把握した上で農地再編整備構想を策定す

るとともに、事業採択に向けた実施計画書を作

成したものです。 

小林農地・農村整備課長 農地・農村整備課関

係について御説明します。 

２１１ページを御覧ください。 

第４目農地防災事業費のうち、事業説明欄の

上から２番目、防災重点農業用ため池等整備事

業費２９億１，９８７万１千円です。これは、

防災重点農業用ため池の決壊を未然に防止し、

下流域の人命、家屋等を守るため、魚ヶ鼻池地

区外７１地区でため池改修工事や廃止工事を実

施したものです。 

長谷部審議監兼林務管理課長 林務管理課関係

について御説明します。 

２１４ページを御覧ください。 

事業説明欄の上から４番目、林業新規参入者

総合支援事業費３，６３８万６，０１０円です。

これは、林業経営等を担う人材を確保・育成す

るため、おおいた林業アカデミーやＯＪＴ研修

への支援を行うとともに、林業事業体の木材の

生産性向上に向けた林業機械の操作研修等を実

施したものです。 

河津森林保全課長 森林保全課関係について御

説明します。 

２１９ページを御覧ください。 

事業説明欄の一番上、早生樹等苗木増産支援

事業費２，８９０万５，２４０円です。これは、

早生樹による再造林を推進し、伐って・使って

・植えて・育てる循環型林業を確立するため、

花粉の少ない早生樹苗木の増産に必要な育苗施
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設等の整備への支援などを実施したものです。 

大塚審議監兼漁業管理課長 漁業管理課関係に

ついて御説明します。 

２２８ページを御覧ください。 

事業説明欄の２番目、全国豊かな海づくり大

会開催事業費４億７，０１３万９，１２６円で

す。これは、水産資源の保護、海や河川の環境

保全の大切さを国民に訴えるとともに、漁業の

振興と発展を図るため、令和６年１１月９日、

１０日に第４３回全国豊かな海づくり大会及び

関連行事を開催したものです。 

髙田水産振興課長 水産振興課関係について御

説明します。 

２３１ページを御覧ください。 

第２目水産振興費のうち、上から２番目、海

域戦略魚種増殖モデル構築事業費３，６０９万

７，９８５円です。これは、効果的な資源造成

により水産資源の回復を図るため、広域で取り

組む新たな増殖モデルの構築を行ったものです。 

平川漁港漁村整備課長 漁港漁村整備課関係に

ついて御説明します。 

２３４ページを御覧ください。 

第７目漁港建設費のうち、事業説明欄の上か

ら２番目、水産流通基盤整備事業費４億７，３

７６万４千円です。これは、流通拠点漁港であ

る佐賀関漁港と長洲漁港において流通や防災の

機能を強化するため、防波堤の延伸を実施し、

流通基盤の整備を行ったものです。 

阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前通告が８名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

猿渡委員 主要な施策の成果の１６７ページ、

農地中間管理推進事業についてです。農地中間

管理機構を活用した集積面積は延べ６，３７３

ヘクタールとなっていますが、大分県のように

中山間地が多い地域ではなかなか担い手になる

方もいないのではないかと思うのですが、その

ような厳しい農地についての対策はどのように

進めているのでしょうか。 

山口水田畑地化・集落営農課長 中山間地域に

おける農地対策について御説明します。 

 中山間地域においても、条件の良い農地につ

いては基盤整備事業の活用等により優良農地化

を検討し、地域内外の中核的経営体や参入企業

への農地の集積・集約化を進めていきたいと考

えています。 

また、条件不利農地では、残す農地の優先順

位付けを行い、花木や放牧、景観作物など粗放

的管理手法の導入などにより、荒廃化の防止を

図っていきたいと考えています。 

 現在進めている地域計画の見直し作業におい

て、そうした農地の適正利用に向けた地域主体

の取組を後押ししていきたいと考えています。 

猿渡委員 さきほどの説明の中で、持続可能な

豊かな有機産地等活性化事業費について、土壌

診断数が目標を大きく上回ったと報告がありま

した。達成率１７８．８％となっていますが、

中山間地域で若手の担い手が増えているところ

などは、有機農業に意欲を持って取り組んでい

る事例も話に聞きます。有機農業を進めること

も中山間地域であわせて取り組んでいっていた

だければと思いますがいかがでしょうか。 

宇留嶋地域農業振興課長 有機農業の推進につ

いて御意見をいただきました。 

 中山間地域においても、まだ点ですけれども、

個人の農家の方が有機農業に取り組んでいる事

例はあります。今は生産面でまだ安定していな

い、販売面でも販路をしっかり持っていない方

もいるので、そういった生産・販売両面の課題

を解決するため、今年に県で有機農業推進協議

会を立ち上げました。これは県内の１４市町、

関係団体、県で組織していますが、この中で今、

生産・販売両面の課題解決に向けた取組を進め

ているところですので、市町とも連携しながら

そういった生産者の経営安定に向けたフォロー

をしっかりやっていきたいと考えています。 

木田委員 決算事業別説明書の１９７ページ、

農林水産物輸出需要開拓事業費です。 

 主要な施策の成果の１６６ページ、主な事業
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内容の①マーケットインの産地づくり、②新た

な販路の開拓、取引量の拡大について、それぞ

れに投じた事業費をお示しいただきたいと思い

ます。 
 成果指標から、農林水産物の輸出額が目標値

を上回る成果を上げていると読み取れますが、

新たな取引先をいくつ増やすことができたのか

お示しいただきたいと思います。新規で商談成

立はいくつあったのでしょうか。 
 また、商談会・展示会は、令和６年度どこで

実施されたのか。また、新たに販路を開拓でき

た国はあるのかお示しいただきたいと思います。 
田﨑おおいたブランド推進課長 まず、①マー

ケットインの産地づくりについては４，５４８

万９千円となっていますが、輸出産地形成に向

けた海外市場ニーズ調査や生産・加工体制の構

築が１，３３０万４千円、動物福祉に配慮した

頭絡による家畜の取扱い及び血斑発生低減のた

めの取組が３，２１８万５千円となっています。 

 ②新たな販路の開拓、取引量の拡大について

は、商談会・展示会の出展や現地商社・海外人

脈を活用したフェア等の実施にあたって、ブラ

ンドおおいた輸出促進協議会の中の農産、林産、

水産、畜産の四つの部会に対して計２，６１１

万３千円となっており、残りの５４０万７千円

については、渡航に係る旅費等となっています。 

 次の御質疑ですが、第一にはこれまでの輸出

先への輸出量の拡大があり、それとあわせて新

たな販路開拓によって輸出額が増加しています。

例えば、牛肉が台湾で１件、木材がフィジーと

中国で各１件の新規商談が、輸入事業者と成立

しています。 

 なお、現地の輸入事業者がその国の卸または

小売事業者、飲食店等と新規商談を進めており、

例えば、シンガポール、グアム、ハワイの日系

スーパーにおいて、農林水産物の取引が始まり

ました。 

 それから展示会・商談会についてですが、各

品目の需要に合わせて生産者や輸出事業者と連

携して商談会等を実施しています。具体的なと

ころで言うと、展示会であれば、国内から輸出

する事業者と国内の農産物を求めている方向け

の国内の展示会もあり、しいたけ、水産物等が

展示されています。あとは、米国で牛肉の展示

会、シンガポールでは日本の輸出を扱っている

日本青果物輸出促進協議会の展示会にも出展し

ています。 

 商談会においては、農産物が台湾、東南アジ

ア等、牛肉が米国、台湾、香港等、水産物が韓

国、香港、米国、台湾等、木材がベトナム、中

国、フィジーで行われています。 

 最後に、新たに販路を開拓できた国について

は、さきほど申し上げましたが、木材であれば

フィジー、農産物であればグアム、ハワイに梨

を輸出しています。今年度については、予算特

別委員会でも申し上げましたが、牛肉について

はＥＵ向けの輸出に挑戦しており、今月ドイツ

で展示会があるため、そちらの方で輸出に向け

て挑戦します。 

 引き続き、海外市場の多様なニーズを的確に

捉えて、生産者、関係団体、事業者等と連携し

て販路拡大に取り組んでいきます。 

木田委員 お隣の宮崎県は農畜水でかなりの輸

出額を――もともとの産出額が違うのはもちろ

んありますが、水産でいくと大分県の方が輸出

額は多いのかなと思いますので、そこの数字が

あれば教えていただきたいと思います。 

宮崎県の水産物、輸出先順位で見ると、米国、

ＥＵ、台湾となっています。大分県の水産物は

恐らく米国が１位かもしれませんが、ほかの順

位が分かれば教えていただきたいと思います。

宮崎県は、ＥＵ、台湾ですからヨーロッパにも

かなりの水産物、多分ブリだと思うのですが、

大分県の輸出先順位はどうなっているかお願い

します。 

田﨑おおいたブランド推進課長 まず、水産物

の輸出額についてですが、令和６年度が２０億

１，１００万円となっています。そのうち主要

なものはさきほど申し上げた養殖ブリとなって

おり、養殖ブリの順位でよければ御説明します。 

 令和６年度は１位が韓国、２位が米国、３位

が香港、４位が台湾となっています。韓国にお

いては、活漁船でこちらから生かしたまま運ん

でいって食べていただく形をとっており、そう
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いったニーズがかなり増えていることで、前年

度に比べて２億円ほど輸出額が増えています。 

木田委員 是非ＥＵの展示会では成果を上げて

いただきたいと思います。意外に宮崎県も水産

物をＥＵに輸出しているようですから、大分県

も今の順位を聞くと水産物もＥＵに活路を見い

だせるのではないかと思うので、頑張ってもら

いたいと思います。宮崎県はお茶やかんしょも

大変盛んで、輸出量は大分県と比べ物にならな

いほどです。もともと経営面積も違うと思いま

すが、農家の数が違うにしろ農家当たりの収益

が宮崎県よりも高ければ特段心配はないのです

が、宮崎県はかなり多角的に広げているようで

すので、大分県も負けずに、是非多角化に頑張

っていただきたいと思います。 

若山委員 私からは２点お伺いします。 

 まず、１点目が決算事業別説明書の１７７ペ

ージ、農林水産業施設災害防止緊急対策事業費、

関連して２１１ページの防災重点農業用ため池

等整備事業費についてお伺いします。 

防災重点農業用ため池等整備事業費について、

対象１，０２７か所のうち令和６年度までに４

０３か所のため池改修を行ったとあるのですが、

緊急の改修を要する、いわゆる危険ため池の進

捗状況はどの程度進んでいるのか。 

 また、国庫補助の対象とならないため池の対

象数は把握しているのか。また、把握していれ

ば、その進捗状況はどうなっているのかを聞き

たいと思います。 

 ２点目が決算事業別説明書の２０７ページ、

国土調査事業費について、現在１２市町で行っ

ているようですが、これについてはどんどん早

く進めていかないと境界線が分からなくなって

しまうと危惧しています。進捗状況や県の対応、

事業完了の目標年は設定しているのかについて、

お聞きかせください。 

小林農地・農村整備課長 まず１点目のため池

の改修についてです。 

 緊急の改修を要するため池の選定については、

決壊した場合に浸水被害が想定される区域に人

家や公共施設等がある場合に指定することがで

きる防災重点農業用ため池を対象として、下流

への影響度や老朽化の状況調査を実施しながら

毎年度見直しを行っているところです。その中

で、令和３年度から令和１２年度までの１０年

間で緊急度の高い１７１か所の改修を実施する

こととしており、令和６年度までに８２か所で

着手、進捗率は４８％となっています。また、

これらの改修については、全て国庫補助の対象

となります。 

 また、農林水産業施設災害防止緊急対策事業

費では、防災重点農業用ため池の廃止を進めて

いるところです。ため池の廃止については、令

和３年度から令和１２年度までに補助・非補助

合わせて９１か所で実施することとしており、

令和６年度までに５５か所で着手したところで

す。そのうち、農林水産業施設災害防止緊急対

策事業費では国庫補助の対象とならない６か所

について実施したところです。 

 続いて、国土調査についてお答えします。国

土調査事業費の県内の進捗状況についてですが、

県内での調査は昭和３２年から着手しており、

日田市など五つの市村で調査が完了、現在では

県内１３市町で実施中です。本県の調査対象面

積５，７８７平方キロメートルに対する令和６

年度までの調査実績は３，７５２平方キロメー

トル、進捗率は６５％となっています。これは

全国平均の５３％を上回り、全国で１５位の進

捗率となっています。 

 また、事業完了の目標年については特段設定

していませんが、国土調査法に基づき市や町の

移行を踏まえた令和２年度から令和１１年度を

対象期間とする第７次１０か年計画を定めてお

り、事業完了に向けて取り組んでいるところで

す。 

 市町村への推進についてですが、各市町の着

手年度が昭和３０年代から平成２０年代と大き

く異なることなどもあり、市町の進捗率は１３

％から９２％までと大きな差が生じているとこ

ろです。 

 県においては、調査進捗の向上に向けて、ド

ローン等による航空測量データを活用し、地権

者が現地立会いを行わずに境界確認等を行うな

ど、効率的な調査が可能となる新技術の導入を
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市町に促すなど支援をしているところです。 

若山委員 ため池については、対策は進んでい

るものの進捗率は４８％という状況であるため、

早期に取り組んでいただきたいと思います。 

 国土調査については、それぞれの市町村で対

応が違うのは重々承知していますが、相続や所

有者が分からなくなっているケースも出てきて

おり、早急にやらないと宙に浮いたままになっ

てしまうと思い、質疑しました。さきほど言わ

れたドローン等新しい機器も色々と出てきてい

ると思うので、積極的に活用して早急な事業完

了を目指していただきたいと思います。 

佐藤委員 主要な施策の成果の１４７ページ、

持続可能な豊かな有機産地等活性化事業につい

てお尋ねします。 
 食の安全・安心を推進する取組については、

大分県長期総合計画の中でも重要な位置付けと

されており、ある意味当たり前の農業施策と思

っています。農業生産物は基本的に安全で安心

して口にできるものを作ることが絶対条件だと

考えますが、有機農業は特徴的な取組として重

要な施策だと認識をしているところです。 
 その中で、本事業において令和６年度の県域

出荷組織構成員の販売額の目標達成率が９３．

１％と少し未達成であったのが残念です。オー

ガニックビレッジ宣言をした市に販路開拓や物

流そして販売ＰＲ活動をする本事業について、

未達成となった要因や課題などについて教えて

いただきたいと思います。 
 また、本年度から実施している、おおいたの

有機産地等拡大促進事業の現状、令和６年度の

結果に対する改善点などがあればお伺いをした

いと思います。 
宇留嶋地域農業振興課長 本事業では、有機農

業の生産拡大や県域出荷の体制づくり、販路拡

大を支援しています。成果指標については、県

域出荷組織に参画されている生産者の販売額と

していますが、令和６年度の目標達成率が未達

成となった要因は、特に夏の時期の酷暑の影響

などによって有機野菜の出荷量が計画よりも下

回った生産者がいたことが要因となっています。 

 今後の有機農業の取組拡大に向けては、さき

ほども少し申し上げましたが、今年３月に１４

市町と関係団体、県で有機農業推進協議会を立

ち上げて、生産の安定や販路の確保といった生

産・販売両面の課題の解決に取り組んでおり、

昨日も豊後高田市と宇佐市の現地で研修をした

ところです。 

 今年度の事業では、生産面については高温対

策でかん水設備の整備や省力化につながる機械

の導入を支援するとともに、現在有機農業推進

協議会において技術マニュアルの作成にも取り

組んでいます。 

また、販売面については、県域出荷組織によ

る販売拡大の取組も現在支援しているところで

す。 

 引き続き、市町など関係者と連携しながら有

機農業の生産拡大と生産者の経営の安定化、県

域出荷体制の確立に取り組んでいきます。 

佐藤委員 有機農業に取り組んでいる農業者は

こだわりが強い方が多いと思います。それでま

た少量多品種になる傾向が大変多いと思うので

すが、今話の中にありました、指導面について、

具体的にどういったことを指導されているのか

お聞きしたいと思います。 

宇留嶋地域農業振興課長 特に生産面で課題と

考えているのは、品目にかかわらず、土づくり、

雑草対策、病害虫対策です。さきほども少し申

し上げましたが、今、県内の先進事例の調査を

しており、先進農家の方がどういった対策をさ

れているかをマニュアルにまとめて、市町の関

係者、また農業者の方と共有させていただくこ

とで技術向上を図っていく取組を進めていると

ころです。 

佐藤委員 大変前向きなお話だと思うのですが、

農業施策全般がどうしても企業的で大規模農家

が主体となっている実情があり、有機農業につ

いては現状大きな生産額にはなり得ないと思い

ます。しかしながら、食の安全を全面に出す有

機農業の取組について、今後も継続的な支援が

必要だと思いますので、しっかりとまた御指導

方よろしくお願いします。 

岡野委員 １点質疑をお願いします。 

 主要な施策の成果の１６７ページ、集落営農
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継続発展対策事業についてお伺いします。 
 令和５年度に農林水産委員会でこういった事

業を行っている集落営農法人に視察に行かせて

いただいた際、やはり皆さん高齢化であと何年

できるか分からないと言われてました。そんな

中、今回評価がＣとなっており、重点指導の対

象となる集落営農法人が令和６年度中に７法人

解散と記載があります。確認をしてみると、今

年度もおおよそ２，５００万円と予算規模とし

ては昨年度と同じ額が付いているのですが、今

後どのように展開をしていくのか事業内容をお

伺いしたいと思います。 
山口水田畑地化・集落営農課長 地域を面的に

支えている集落営農法人は令和６年度末で２１

２法人ありますが、集落の維持また農地の保全

等からも重要な担い手であり、経営拡大や広域

展開を支援することで担い手不在農地の解消を

目指しているところです。令和６年度も汎用コ

ンバインや防除用ドローンの導入など集落営農

法人の経営拡大を支援することで、２８の担い

手不在集落が解消されたところですが、構成員

の高齢化、オペレーター不足で７法人が解散し

ました。 

 一方で、農地の集積・集約化や雇用の確保に

よって、高収益品目の導入など経営拡大を図っ

た集落営農法人は令和６年度で４７法人に上っ

ています。 

また、周辺の集落営農法人等と合併、連携す

る事例も令和２年度以降１１件あり、広域でカ

バーしあう体制も進んでいると考えています。 

 引き続き、こうした規模拡大や経営の多角化、

法人間の連携統合などを進めて担い手不在集落

の解消を図っていきたいと考えています。 

岡野委員 そういった動きが出てきているのは

少し安心しますが、若者の雇用を目的とするな

らばビジョンがちゃんと描ける農業の在り方を

行政も一体となって考えていく必要があると思

います。今色々な再編などについての話は伺っ

たのですが、どういうビジョンがあるのかもう

少し伺ってもよろしいでしょうか。 

山口水田畑地化・集落営農課長 現在集落ごと

に、この先どういう経営形態に持っていくかを

自ら考えてもらうため、連合発展ビジョンとい

うものを策定してもらうように話を進めていま

す。これまで令和２年から令和６年まで１９ビ

ジョン、１９の連合体と言いますか、法人でビ

ジョンの策定を進めており、例えばオペレータ

ー同士を補完し合う、農作業を受託するなりカ

バーしあう、または将来的に強み、弱みをいか

して合併、連携統合するなどの話し合いを進め

ているところです。現在集落営農法人でも地域

をカバーするため、経営拡大を図っているとこ

ろです。県としてもそういった動きをしっかり

と後押しをしていきたいと考えています。 

岡野委員 中山間地域の多い大分県では集落営

農法人の役割は非常に大きいと思いますので、

今後も期待しています。 

福崎委員 私からは６点お尋ねします。 

 まず１点目ですが、決算事業別説明書１８７

ページ、おおいた食の地産地消推進事業費です。 

 県産農林水産物の地産地消や消費拡大を図る

ため様々な取組を行っていますが、県産農林水

産物の地産地消率が現在どの程度なのか教えて

いただきたい。また地産地消の目標値があれば、

あわせて教えていただけたらと思っています。 

 ２点目ですが、決算事業別説明書２００ペー

ジ、活動火山防災営農施設整備事業費です。事

業概要として、阿蘇山の降灰による生産者の意

欲の減退を防ぐとともに、農産物などの品質保

持を図るため、降灰対策に必要な農地被覆施設

の整備等を行う生産者に対して支援をしたとあ

りますが、具体的な事業内容、実績、成果につ

いてお尋ねします。 

 ３点目ですが、決算事業別説明書２０３ペー

ジ、畜産経営緊急支援事業費です。２，５００

万円の事業予算を組みながら支出がなかった理

由をお尋ねします。 

 ４点目ですが、主要な施策の成果１６３ペー

ジ、獣医師確保対策事業です。県公務員獣医師、

産業動物獣医師等を確保するため獣医系大学に

在籍する学生に対して就職勧誘活動を行うとと

もに修学資金を支給する事業となっていますが、

県の獣医師の現状をお尋ねします。 

また、獣医師育成及び確保に向けた新たな取
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組等があれば教えていただけたらと思います。 

 ５点目ですが、決算事業別説明書２１３ペー

ジ、大分県森林環境譲与税基金積立金及び２１

９ページ、森林環境保全推進事業費それぞれ関

連がある内容です。大分県では以前から県民一

人当たり５００円の森林環境税を県税として徴

収していますが、令和６年度から国も国民一人

当たり１千円の森林環境税を徴収するようにな

りましたが、国と県でどう違うのか。目的、使

途をお尋ねします。また、大分県における森林

環境税の税収額はいくらなのか。支出の内訳も

あわせてお尋ねします。 

 また、国が徴収する森林環境税の大分県に対

する配分があるのか、あるならばその額はいく

らなのか。森林環境税に関わる基金は何がある

のか、どのような目的を持って基金を行ってい

るのか。令和６年度末の基金残高はいくらなの

か、積立目標額があるのか、それらについても

お尋ねします。 

 それから、国が同じ森林環境税を徴収するこ

とから、大分県の森林環境税の徴収をやめる考

えはないのか、どうなればやめるのかお尋ねし

ます。 

 ６点目ですが、森林Ｊ－クレジットの取組に

ついてです。県土の７割が森林である大分県に

おける森林Ｊ－クレジットの取組状況について

お尋ねします。 

宇留嶋地域農業振興課長 地産地消についてお

答えします。 

 御質疑のありました地産地消率については、

農林水産物の流通経路が非常に多岐にわたって

いるため、県産品が県内でどのくらい流通、販

売されているかを把握することは非常に難しく、

目標値の設定は行っていません。類似した指標

として、農林水産省がまとめた都道府県別食料

自給率によると、カロリーベースで、全国平均

３８％に対して、大分県は４７％となっていま

す。 

 この事業では県産食材を使った料理を提供す

る、とよの食彩愛用店の認定、高校生や大学生

を対象にコンビニエンスストアと連携して県産

食材を使った商品の開発と販売を行う地産地消

コンテストを実施するなど、地産地消意識の醸

成に努めているところです。 

 また、そのほかにも卸売市場で旬入り行事や

量販店での県産品フェアの実施、スーパーの売

場でののぼりやポスターといった地産地消啓発

資材を設置するなど県産品のＰＲを行っている

ところです。 

 このような活動を通じて、県産農林水産物の

県内消費を増やしていく取組を今後も進めてい

きます。 

漆間園芸振興課長 活動火山防災営農施設整備

事業費についてお答えします。 

 県では令和６年度から令和８年度までの第４

次防災営農施設整備計画を策定して本事業を実

施しており、現在その対象は竹田市のみとなっ

ています。令和６年度については、竹田市５戸

の農業者がミニトマト、ぶどうの被覆施設約７

０アールの整備を行ったところです。これによ

り、阿蘇の火山活動に伴う降灰被害の未然の防

止と農業経営の安定が図られました。 

尾形畜産技術室長 畜産経営緊急支援事業費に

ついてお答えします。 

 本事業は飼料価格が高止まりしている中、酪

農経営や肉牛経営の安定を図るため、青刈りト

ウモロコシの生産拡大に取り組む畜産農家やコ

ントラクターが国の事業を活用して機械を導入

する際に、県が上乗せ助成をするものです。令

和６年度は２件の事業活用を見込んでいました

が、国の別の事業にて着手したことや、全国的

に事業要望が多く、翌年度の採択となったこと

から予算が不用となりました。今年度も引き続

き県の上乗せ助成を実施することとしており、

さきほどの１件を含む８件が国の事業に採択さ

れ、機械を導入する予定となっています。 

本田畜産振興課長 獣医師確保についてお答え

します。 

 県では獣医師系大学の学生に対し、修学資金

の給付及びインターンシップを実施することに

より、不足する公務員獣医師や産業動物獣医師

の確保を図っています。過去１５年間で獣医師

確保対策事業の修学資金を受給し、農林水産部

獣医師として従事しているのは１４名となって
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います。現在、農林水産部獣医師の欠員が生じ

ていますが、県ＯＢ獣医師などで対応している

ところです。 

令和２年度からは高校生を対象とした地域枠

先行型修学資金を創設しており、令和７年度か

らはこの地域枠先行型修学資金において就職先

を県農林水産部獣医師だけでなく、県内の産業

動物獣医師にも拡充し、さらに県の公衆衛生獣

医師にも就業可能とした県単枠を創設したとこ

ろです。 

長谷部審議監兼林務管理課長 大分県森林環境

譲与税基金積立金及び森林環境保全推進事業費

に関する御質疑と、森林Ｊ－クレジットにおけ

る県の取組状況について御説明します。 

 まず１点目の大分県森林環境譲与税基金積立

金及び森林環境保全推進事業費について、国と

県の森林環境税の目的と使途の違いについて御

説明します。 

 国の森林環境税の目的は市町村による公的な

森林管理の推進であり、その使途は経営放棄さ

れた森林の整備や担い手の育成などとされてい

ます。一方で県の森林環境税の目的は県域での

森林資源の循環利用などの推進であり、その使

途は再造林の推進やシカ被害対策、森林林業教

育の充実等としています。 

 続いて、県の森林環境税の税収額と支出の内

訳について御説明します。令和６年度の県森林

環境税の税収額は約３億４千万円となっており、

支出の内訳は低コスト再造林などに４４％、シ

カ被害対策の推進に約４０％、森林林業教育の

推進などに１６％となっています。 

 続いて、国の森林環境税の大分県への配分額

に関する御質疑についてです。昨年度大分県全

体に約１４億８千万円が森林環境譲与税として

国から配分されており、このうち市町村に１３

億３千万円、大分県には市町村が実施する森林

整備への支援を主な目的として１億４，８００

万円が配分されているところです。 

 続いて、森林環境税に関わる基金に関する御

質疑についてです。国の森林環境譲与税につい

ては、大分県森林関係譲与税基金、県の森林環

境税については、大分県森林環境保全基金をそ

れぞれの条例に基づき設置し、運用していると

ころです。 

 続いて、令和６年度末の基金残高に関する御

質疑についてです。国の森林環境譲与税基金の

決算年度末現在高ですが、７，４９５万５，６

００円です。県の森林環境保全基金は１億５，

００６万３，７４５円となっています。いずれ

も積立額の目標額はありません。 

 続いて、県の森林環境税の継続に対する考え

方についてです。有識者、公募委員で構成する

大分県森づくり委員会で継続の可否も含めて検

討された結果、これまでの取組の成果も評価さ

れ、今後も本税で取り組むべき災害に強い森づ

くりや循環型林業の推進などの多くの課題が残

されており、継続することが妥当との御報告を

いただいたことから、引き続き県森林環境税を

継続する方針としているところです。 

 最後に、大分県における森林Ｊ－クレジット

の取組状況について御説明します。現在、国の

Ｊ－クレジット制度事務局が森林Ｊ－クレジッ

トの登録などに係る事務指導や審査費用の助成

などの取組を進めているところです。県では、

生活環境部において、審査費用の助成や専門家

による支援を行い、クレジット化に向けた取組

を進めているところです。農林水産部において

は、県営林のクレジット取得を進めており、今

年４月に森林管理プロジェクトの承認を受けて

登録を行い、現在は今年度内のクレジット発行

に向けて審査機関による検証を受けているとこ

ろです。県営林の登録データノウハウを県内の

団体などと共有することで今後もクレジット登

録者の拡大を図っていきたいと考えています。 

福崎委員 ２点ほどお尋ねしたいのですが、さ

きほどの地産地消について、カロリーベースで

４７％と言われましたが、過去５年で上がって

いるのか、下がっているのかをお聞きします。 

 それから森林Ｊ－クレジットの県有林のクレ

ジット化については、来年度からクレジット販

売されるのでしょうか。 

宇留嶋地域農業振興課長 都道府県別の食料自

給率ですが、国が発表している一番新しい数字

が令和４年度になっています。その数字がさき
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ほど申し上げた４７％で、そこから遡ると２年

前が４６％、３年前が４０％、４年前が４２％、

５年前が４７％で、ここ４年で少し下がったも

ののまた上がってきている状況です。 

工藤森林整備室長 Ｊ－クレジットの販売時期

についてお答えします。 

 今年度中にＪ－クレジットの発行までを目指

しており、来年度の販売に向けて取り組んでい

きたいと考えています。 

福崎委員 予算を組んで地産地消に取り組んで

いる割には横ばい傾向が現実であり、少し取組

が弱いのではないかと思うので、５０％を超え

るぐらいの気持ちを持って取り組んでいただき

たいと思います。 

澤田委員 私からは決算事業別説明書１９１ペ

ージ、企業等農業参入推進事業費について、ま

ず１点目にお伺いしたいと思います。 

 主要な施策の成果において、農業参入企業件

数が目標値２０件に対して実績値２１件で目標

を達成していますが、参入後の定着率がどうな

っているのか。また本事業は県内外の農業法人

を誘致し、参入していただく施策であると思い

ますが、地元との関わりはどのように対応して

いるのか。そして、予算額と決算額の差が約２

，５００万円あり、これは単純に費用が掛かっ

ていないのだと思うのですが、その理由を教え

てください。 

 そして２点目が、新規就農者経営発展支援事

業です。こちらに関しても、主要な施策の成果

においては、新規就農者数の目標値２８９名に

対して実績値２９０名のＡ評価ですばらしいと

思っていますが、機械を購入した後の支援、フ

ォロー体制がどうなっているのかをお聞きでき

たらと思います。また、機械なので当然更新時

期が来ると思うのですが、更新後の補助等何か

県であるのかをお聞きできればと思います。 

藤田企業参入・支援室長 定着率についてです

が、県では参入相談から営農開始後の目標達成

に向けたフォローアップまでを関係部署と連携

して企業の農業参入を支援しています。しかし

ながら、企業活動であるため、撤退判断となっ

た企業はあり、企業参入に取り組み始めた平成

１９年度からの定着率は８１％となっています。

参考までに、中小企業白書によると、起業から

１０年後の生存率は約７０％、２０年後は約５

５％となっており、本県のさきほどの８１％の

定着率は比較的高い数字であると考えています。 

今後も生産現場での技術指導や経営指導はも

とより、販路拡大等の相談、提案も行いながら

持続的な農業経営ができるよう、引き続きしっ

かり参入企業を支援していきます。 

 地元との関わりについてですが、異業種参入

や県外からの企業参入においては、参入時に地

元との調整が特に重要になることを踏まえて、

円滑に参入できるよう市町と一緒になって農業

委員会等の関係機関と調整しています。また、

地域の農業経営者やＪＡ等との連携協力も必要

になることから、関係機関を集めてサポート会

議を開催し、個別企業ごとに支援内容や役割分

担について随時協議しています。 

 加えて、企業との参入相談の中で地域の行事

等への参加も促し、地域住民との交流を進める

よう働きかけを行っています。その結果、地域

の行事への参加にとどまらず、地域住民との懇

親の場づくりや教育機関と連携して地域の農産

物を活用した新たな加工品づくりなど活動の展

開が広がる一例も出てきています。 

 引き続き、地元関係者や住民の方々との様々

な面で良好な関係構築が図れるよう企業参入を

推進していきます。 

 最後に、決算額の乖離についてですが、この

企業等農業参入推進事業費では、企業の農業参

入を支援する補助金を設けています。そのうち、

１件の園芸施設整備について、海外情勢の影響

によって施設整備に必要な資機材の納入に時間

を要して翌年度まで工期が延長されました。こ

のため、事業別説明書の右側に記載のとおり、

翌年度繰越額として２，３６７万５千円を計上

したことで、予算額と決算額に乖離が生じてい

ます。 

玉田新規就業・経営体支援課長 新規就農者経

営発展支援事業後のフォロー体制についてお答

えします。 

 本事業は令和４年度に新設された国の事業で、
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新規就農者が就農した後の経営発展のために必

要な初期投資について支援するものです。これ

まで６６の経営体が本事業を活用し、トラクタ

ーや防除機など営農開始に必要な機械等の導入

を行ってきたところです。事業実施後について

は、早期の経営安定に向けて市町村と関係機関

と連携した技術指導や経営指導などのサポート

を行っています。また、機械の更新等の補助は

できないものの、規模拡大や生産性向上にあた

っては、高性能機械の導入を支援するなど総合

的なフォローアップを行っています。 

澤田委員 定着率が８１％ということで安心し

ましたが、５年、７年、１０年と長くなればな

るほど定着率が下がっていく傾向にあると思い

ます。私が今４０代後半で、大体４０代前半と

か同い年ぐらいの世代の地元就農者の方とよく

話をするのですが、本事業の推進も非常に大事

である一方で、地元ファーストというか、やっ

ぱり地元を大事にしてもらいたいとお聞きしま

す。特に、県外に一回出られて大分県に戻って

きて農業をしようと思う方は、やはりどこもそ

うだと思いますが、地元で農業をしたい気持ち

が強いです。今回の企業参入の定着率にしても

そうなんですけれども、結局企業が入ってきて

現地の方を最低１名採用しないと本事業の資格

がもらえないと思うのですが、やはりなかなか

地元との関わり合いについては非常に難しいと

お聞きします。しかし、地元を大事にすること

によって地元住民あるいはコミュニティーの底

上げにもつながると思いますので、要望にはな

りますが、また地元優先のそういった施策を含

めて農業を活性化してほしいと思います。 

 もう一つ、これも要望になるのですが、農林

水産省が儲かる農業と言っているので仕方がな

いと思いますが、やっぱり儲かるという言葉は

中高年にとっては他力本願のイメージが非常に

強いため、例えば稼げる農業や希望あふれる農

業、大分県ですから好きっちゃ農業など、そう

いった形で大分県独自の施策をやっていること

が分かる強いメッセージを伝えていただけたら

と思っています。本当に自分が生まれ育った地

で農業を起こしてしっかり自分の力で稼いでい

く。そして地元のコミュニティーを活性化させ

ていくことでいい連携ができればと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

麻生委員 条件不利地域の中山間地農業に関し

て、価格高騰によって米を幾分また作ろうかと

いう機運が出ているのは事実であり、新規参入

を含めて若い新規就農者も出始めている。こう

いった中で、今からちょっと前にはなりますが、

稲の花が開き、その香りによってイノシシが寄

ってくると、網やフェンスが破られて心が萎え

るのが実態です。そういう中にあって、今回の

決算で例えば集落営農継続発展対策事業はＣ評

価、農地最適利用総合対策事業についてはＤ評

価、そして鳥獣被害総合対策事業はＣ評価とな

っていますが、各事業とも支援メニューとして

は色々なものがあります。こうしたものをいか

に複合的に成果が出るように機能させていくこ

とが問われていると思いますが、そういう意味

において、特に鳥獣被害総合対策事業において

は、集中支援チームを初めて作って対策してい

ることに非常に注目しているところです。米を

作っている農地の横には耕作放棄地、遊休農地

があり、今年はセイタカアワダチソウがとても

高くなっているため、そこにイノシシがいるこ

とが容易に想像できる状況ですが、手つかずの

状態です。これが今の大分県の中山間地域の実

態だと思いますが、そういう意味において、例

えば支援チームがＧＰＳを使用して破られたフ

ェンスの補強などを行うなどの取組が必要だと

思うのですが、今申し上げたような複合的な取

組あるいは優良事例についてお知らせいただき

たい。 

 それから、おおいたブランド推進課の６次産

業化サポート体制整備事業についてです。戦略

品目等については、今私の故郷に梨団地もでき

て頑張っていますが、規格外品の６次産業とし

ての加工品や、規格外品の廃棄実態、歩留りに

ついてどのような状況になっているのかを教え

ていただきたい。また、そういった視点から令

和６年度決算の助成サポートの実績について、

説明をお願いします。 

山口水田畑地化・集落営農課長 有害鳥獣の生
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息場所にならないような遊休農地対策について

お答えします。まず、農地最適利用総合対策事

業については、中山間地域等における荒廃農地

を解消するため、粗放的な土地利用の導入や荒

廃農地の再生、基盤整備等を支援するものです。

具体的には、雑木の伐採や簡易な整備、ラジコ

ン草刈り機の導入、あとは粗放的管理に向けた

景観作物導入に係る種苗費の支援をしています。 

そういったことで優良事例ですが、豊後高田

市では令和３年度から令和６年度までの４年間

で４ヘクタールの遊休農地を解消しています。 

 また、本事業のほかにも遊休農地の発生防止

に向けて、中山間地域等直接支払交付金、多面

的機能支払交付金の活用により、地域の取組を

支援していきたいと考えています。 

小林農地・農村整備課長 田んぼダム推進事業

費は、現状田んぼダムの普及に向けた啓発活動

に必要なパンフレット等の作成や、講師派遣に

要する費用に活用するものであり、現時点で遊

休農地対策として充当した事例はありません。

ただ、御提案いただいたように企業が参入する

など具体的な動きがあれば、各種農地整備事業

の中で田んぼダムに必要な桝や畦畔の整備を行

うことが可能なため、今後もニーズに合わせた

基盤整備に務めていきたいと思います。 

田口森との共生推進室長 鳥獣被害対策につい

て、中山間地域でどういった対策を実施してい

るか、集落のパターンや集中支援チーム、また

捕獲の取組について御説明します。 

 各集落では、高齢化や人口減少の進行度合い、

また農業法人や被害対策を熟知した人材の有無

など、社会的な状況が大きく異なることから、

これまでの統一的な指導では取組が進まない集

落や予防強化集落に指定しても被害が減少しな

い集落もあります。そのため、今年度から県、

市町村、農業関係団体などでサポートチームを

組織し、集落の状況に応じた支援を行う取組を

佐伯市の集落でモデル的に開始しています。 

支援の内容については、カメラ撮影による加

害獣の判定や侵入経路の確認、被害マップの作

成、放任果樹の伐採、耕作放棄地の草刈りなど

集落環境対策を指導しているところです。 

 今後は、この取組を市町村や団体と連携しな

がら県全体に横展開し、各集落が自主的かつ効

果的な被害対策を継続して実施できるように支

援していきたいと思っています。 

 また、捕獲については、さきほど稲の話が出

ましたが、令和６年度のイノシシによる農作物

の被害額は９，６１８万円で、そのうち約７割

の７，０１１万円を水稲被害が占めます。夏か

ら秋にかけて水稲被害が増加することに加え、

夏場は捕獲条件が厳しい中での作業となること

から、県ではこの時期に重点的に支援をして、

水稲被害を低減するための集中捕獲に取り組ん

でいるところです。ちなみに、令和６年度の捕

獲頭数は狩猟も含めて４万４，３３３頭で、過

去最多となりました。このうち約半分が夏場の

時期に捕獲しています。 

田﨑おおいたブランド推進課長 ６次産業化サ

ポート体制整備事業について御説明します。 

 生産段階において、市場流通に乗らない規格

外品は少なからず発生します。生産者の所得向

上を図るためには、規格外品の発生を削減する

ことに加えて、発生した規格外品を有効活用す

ることが大変重要です。例えば、お話のあった

庄内梨では、生産量の約１５％程度の規格外品

が発生すると聞いています。こうした中、生産

者が規格外の梨を使ったシェイクの開発に取り

組み、好調な販売に加えて、県の農業賞若手経

営者部門で最優秀賞を獲得するなど、規格外品

を使った優良事例となっています。 

 こうした取組を拡大するため、県では６次産

業化・地域資源活用・地域連携サポートセンタ

ーを通じて、事業者の６次産業化の取組を支援

しているところです。具体的には、６次産業化

希望者及び実施者への専門家派遣による伴走型

の支援などを実施しているところです。 

また、これも事例ですけれど、大分市のピー

マン生産者が年間７０トン程度生産する中で、

約１トンは出荷できない規格外が出ることから、

加工品の開発に取り組まれており、昨年度から

サポートセンターで一緒に伴走支援という形で、

加工品の開発とブラッシュアップに向けたアド

バイス等を行っているところです。 
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これからもそういった６次産業化の支援を通

じて、規格外品の有効活用を図り、生産者の所

得向上を図っていきたいと思っています。 

麻生委員 鳥獣被害対策に関しては、生産者は

とにかく生産を頑張っていただき、鳥獣被害対

策は、企業参入も含めてそれに特化した集中支

援チームみたいな別枠でどんどん動いてもらう。

通信衛星で状況を把握しながらこの辺が危ない

というのをチェックしながら徹底的にやってい

く形で、その成果もＧＰＳで確認する。そんな

イメージを描いて取り組んでいただければと思

います。 

 それから６次産業化については非常によく伴

走支援をやっていただいていますが、色々な相

談があると思いますので、引き続き徹底的にサ

ポートして農家の所得が向上するように、次年

度の予算も十分に確保しながら取り組んでいた

だくことをお願い申し上げておきます。 

阿部（長）副委員長 それでは、事前通告され

ていない委員で質疑はありませんか。 

戸高委員 さきほどの質疑と関連するのですが、

主要な施策の成果の１５３ページ、力強い農業

経営体育成事業です。重点支援者を登録し、そ

こに専門家を派遣するということで、令和６年

度は３２経営体を登録して３１回の専門家派遣

を実施したとありますが、実質専門家派遣から

法人化、６次産業化、事業拡大につながったの

は何件あるのか。また法人化するメリット、デ

メリット両方あるが、現在のようにコストが上

昇する段階では社会保障や資材のコスト等、デ

メリットの方が大きく、個人に戻した方がいい

という声も聞きます。そういう意味ではスマー

ト農業にすればいいのですが、スマート農業に

も自己負担が発生するため、それがなかなか出

せないという声もあります。まず今はコストの

縮減、コスト管理ができるような状況をつくり

上げていくことが大事な取組だと思っています

が、今年の６月には食料システム法が成立し、

来年から本格運用となります。これからコスト

の指標と指定品目を決めていくと思いますが、

今後の大分県の状況を詳しく教えてほしいと思

っています。 

玉田新規就業・経営体支援課長 力強い農業経

営体育成事業における重点支援対象登録者３２

名については、専門家派遣をしながら経営強化

を図ってきたところです。そのうち３１名は今

支援を継続しながら取り組んでいるところであ

り、引き続き支援を継続しながらしっかりとし

た経営体の育成に努めていきたいと考えていま

す。 

一丸農林水産企画課長 食料システム法による

合理的な価格の形成について御質疑いただきま

した。食料システム法は今年の６月に成立して、

これまで農業品目、農作物には生産コストがな

かなか反映しにくい状況になっていましたが、

それをきちんと生産コストを反映させたものを

生産から販売、流通まで適正な価格を設定する

ことがこの法の目的です。コスト指標をこれか

ら指定品目でつくるようになっていますが、こ

れは国で作成することになっており、現在策定

中と伺っています。また、このコスト指標に基

づいて、努力義務ですが卸売市場でも価格の適

正化をお願いしており、合理的でなければ指導

ができることになっています。 

戸高委員 玉田課長、急に言ってすみません。

今後どういう展開になるかが知りたかったので、

また分かればお願いします。 

阿部（長）副委員長 ほかに委員で質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 事前通告が１名の委員外

議員から出されているので、事前通告のあった

委員外議員の質疑を行います。 

堤委員外議員 まず、米の増産等に関して、日

米関税交渉において米国の発表文書ではミニマ

ム・アクセス米を７５％、そのほかにもトウモ

ロコシや大豆、肥料、バイオエタノールなどの

米国産品を購入すると発表されています。 

また、相互関税として１５％が課され、無税

であったものもこれがかけられる。牛肉は２６

．４％を維持するとなっていますが、大分県の

農業にとって非常に大きな事態と考えられるが、

どのような影響緩和策を考えているのか。 

 次に、主要な施策の成果の１５４ページ、こ
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れはさきほどの答弁とも若干重なると思ったが

一応聞いておきます。企業等農業参入推進事業

から新規就農者負担軽減対策事業について、令

和６年度の農業参入企業件数は２１件で、新規

就農者数は２９０人です。食料自給率向上にと

っても大切なことでありますが、企業の参入は

他業種からの転換や加工企業による参入形態な

ど多岐にわたっていると思うが、どのような業

種からの参入が多いのか。 

 それと、県外から参入してきた企業と地域の

農家や住民との関わり、地域によって催事とか

あると思うのだが、そういうところの関係性は

どうなのかなと危惧している。さきほど新規就

農者は地域で色々集まり、地域とのつながりが

出てきていると聞いたが、企業との関係はどう

か。 

 最後に、主要な施策の成果の１５９ページ、

おおいた和牛流通促進対策事業について、肉質

４等級以上の品質をおおいた和牛としてブラン

ド化を推進しているが、一方で豊後牛は１００

年以上の歴史があり、県内外にも人気がある。

県として、この二つのブランドをどのような方

向性を持って推進していくのか。今のところお

おいた和牛一本で押している気がしてならない

ため、両ブランドの取組について教えてくださ

い。 

山口水田畑地化・集落営農課長 まず、米の日

米関税交渉における影響についてお答えします。 

 米国からの輸入量はミニマム・アクセス米の

枠内で割合が増加することになり、増加分は非

主食用として扱われるので、影響はほとんどな

いと考えています。 

藤田企業参入・支援室長 企業等農業参入推進

事業についてお答えします。 

 参入企業については、建設業が２７％で最も

多い業種となります。建設業は県内が主になり

ますが、県外であれば卸売や小売、流通業、特

に最近では果樹を扱う業者が多くなっています。 

 それから他業種からの転換、県外企業と地域

との関わりについては、企業参入においては地

域とともに成長する環境をつくることが大変重

要であるため、参入企業の中には地元の農業法

人と連携しながら自社のネットワークをいかし

て規模や販路の拡大に取り組む事例などがあり

ます。 

 また、地元住民との交流行事に参加して自社

栽培の農産物を配布するほか、地域の草刈りな

どの共同作業にも積極的に関わるなど、地域の

農業の発展だけでなく地元の住民とのつながり

を大切にしている企業も多く見られます。中に

は、地元企業と事業協同組合を設立し、県内外

から若手人材を呼び込むことで地域活性化に大

きく寄与する事例も出てきています。 

 こうした取組を通じて県農業を牽引する存在

も多数出てきており、県としてもこうした企業

の定着を図るため、地域農業者との良好な関係

の構築や、地域行事に自然に参加するような雰

囲気づくりとなるように、今後も市町や振興局

とも連携して丁寧な事業支援や栽培指導に努め

ていきたいと考えています。 

本田畜産振興課長 肉牛のブランド化について、

お答えします。 

 豊後牛は肉質等級の基準はなく、県内で肥育

されたものであるが、おおいた和牛は県内肥育

農家のうち６４農場で育てられた肉質が４等級

以上のものとなっています。一定の品質基準で

差別化を行い、付加価値を付けて販売すること

はブランド化にとって重要と考えています。種

雄牛の改良や飼養管理技術の改善が進んだこと

から、昨年度の肉質４等級以上の割合は９０％

を超え、豊後牛のほとんどがおおいた和牛とな

っており、品質の向上と流通量の拡大が着実に

進んでいる状況です。 

おおいた和牛の認知度向上のため、大分県畜

産公社ではおおいた和牛の証明書を枝肉購買者

に発行しており、県外の食肉市場では、おおい

た和牛のブランドロゴを枝肉に表記し、浸透を

図っています。 

おおいた和牛の取扱店は、ブランド発表の平

成３０年度の７４店舗から令和６年度では３１

５店舗まで拡大しています。 

 今後もおおいた和牛をしっかりＰＲしていく

ことでブランド力の強化を図り、豊後牛の中の

ハイブランドとしておおいた和牛が認知される
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よう取り組んでいきます。 

堤委員外議員 大分県内の米はほとんどが主食

用だから影響ないと言っているが、今でも米国

米が３５万トンを占めている。その多くは国内

産と競合する中粒種、加工用等で輸入されるが、

これが大分県内の米生産にまったく影響がない

か疑問である。関税の上昇で輸出も非常に厳し

くなるが、県として何らかの対策を取れるのか、

取っていくつもりなのかを教えてください。 

山口水田畑地化・集落営農課長 ミニマム・ア

クセス米７７万トンのうち、１０万トンが主食

用に回っているが、これ以上回さないのが政府

の見解であり、これを信じるとすれば影響はな

いと考えています。 

 あと輸出についてですが、今、大分県内５ヘ

クタールの出荷を１経営体がやっていますが、

基本的にはやはり国内の米不足というのがあり

ます。まずは、これからも担い手が減少すると

見込まれる米生産において、しっかりと消費者

に安心して供給できる体制をつくることで、力

強い担い手の育成に努力していきたいと考えて

います。 

堤委員外議員 米だけでなくて大分県の農業、

色々と生産しているじゃないですか。農業全体

の対応として県は何か考えているのかを教えて

ください。 

田﨑おおいたブランド推進課長 大分県の米国

への主な輸出品目は養殖ブリとおおいた和牛で

すが、おおいた和牛については２６．４％、養

殖ブリについては１５％の関税が課されること

となりました。 

先日、当課の担当と輸出事業者が一緒に米国

を訪ねて話を聞いてきたところ、牛肉は日本に

２６．４％の関税がかかるなかで、ブラジルに

は５０％の関税がかかっており、逆にチャンス

と捉えられる部分もあるということでした。ま

た、高所得者層に対してのニーズは高いことか

ら、現地の輸入事業者も引き続きおおいた和牛

を売っていく気持ちがあるということでした。 

養殖ブリについても、高所得者層が対象のた

め影響は少ないと考えていますが、やはり関税

が高くかかってくるので、状況を注視していか

なければならないと考えています。 

そういった中で、米国以外の輸出先国の多角

化も進めており、牛肉については、大分県畜産

公社が今年４月にＥＵ向けの施設認定を取得し、

ＥＵの展示会にチャレンジしている。養殖ブリ

についても、中国の状況を注視しつつ、輸出先

国の多角化を進めていきたいと考えています。 

阿部（長）副委員長 それではさきほどの戸高

委員の質疑に関して、法人化のメリットについ

て答弁の追加がありますので、再度答弁を求め

ます。 

藤田企業参入・支援室長 戸高委員から法人化

のメリットについて御質疑がありましたので、

追加の答弁をします。私も特に専門家ではない

のですが、やはり法人化すると、企業参入を進

めていく中で社会的信用はもちろんのこと、家

計と経営の分離や経営の効率化を図れることは

御存じのことかと思います。 

 今年度農業専門のコンサルタントを活用した

事業の中で、経営体から法人成りについての御

相談などもあるので、専門家に相談しながら、

そういった現状のコスト高も含めた取組につい

て確認をしていきたいと思っています。 

阿部（長）副委員長 予定していた時間が過ぎ

たのでこれで質疑を終了したいと思います。本

日の質疑等を踏まえ、全体を通して委員から、

ほかに何か質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 ほかにないので、これで

質疑を終了します。 

 これをもって農林水産部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の皆様は

お残りください。 

 

  〔農林水産部、委員外議員退室〕 

 

阿部（長）副委員長 これより内部協議に入り

ます。 

 さきほどの農林水産部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映
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させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 特にないので、審査報告

書案の取りまとめについては、本日の審査にお

ける質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 

 以上で農林水産部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 

 〔労働委員会事務局、委員外議員入室〕 
 

阿部（長）副委員長 これより、労働委員会事

務局関係の審査に入りますが、説明は要点を簡

潔・明瞭にお願いします。 
それでは、労働委員会事務局長の説明を求め

ます。 
一丸労働委員会事務局長 労働委員会事務局の

令和６年度決算について御説明します。タブレ

ット画面右下に青い通知が出ましたら、タッチ

をお願いします。 
資料番号１０、令和６年度一般会計及び特別

会計決算事業別説明書の２９９ページをお開き

願います。 
令和６年度の歳出決算は、表の一番下、歳出

合計欄にあるとおり、予算現額９，６７０万 
９千円に対し、支出済額は９，４１９万３，８

４５円であり、不用額は２５１万５，１５５円

 となっています。 
次に、３０１ページをお開きください。 
労働委員会費の内訳として、まず第１目委員

会費については、予算額１，４２７万２千円 
に対し、決算額は１，２７２万３，９１１円と

なっています。 
 決算額の内訳についてですが、表の左から２

列目の事業別決算額欄の上段９８２万３，２０

０円については、委員報酬であり、定例総会等

に出席した際に支給したものです。 
その下２９０万７１１円は、委員会運営費で

あり、委員の各種会議等への参加や労働争議の

調整の実施など、委員会の運営に要した経費で

す。 
 なお、表の右側の事業説明欄に、令和６年度

中に当委員会で扱った事件等の件数を記載して

います。 
 このうち労働争議調整とは、労働組合又は使

用者からの申請を受けて、労働組合と使用者と

の間に生じた労働争議について、あっせん員が

話し合いの仲立ちをすることで解決を図るもの

です。あっせん員について補足すると、１５人

の労働委員の中から、公益委員、労働者委員、

使用者委員それぞれの分野から各１名、案件ご

とに会長が指名して対応いただくものです。 
令和６年度中の労働争議調整係属件数は３件

でした。内訳を見ると、解決で終結したものが

１件、打切りで終結したものが１件、残りの１

件については令和７年度に繰越しとなり、本年

６月にあっせんを実施した結果、打切りで終結

となっています。 
また、個別労働関係紛争あっせんとは、個々

の労働者又は使用者からの申請を受けて、個々

の労働者と使用者との間に生じた紛争について、

あっせん員が話合いの仲立ちをすることで労使

間紛争の解決を図るものです。令和６年度中の

個別労働関係紛争あっせん係属件数は１件で、

解決で終結しています。 
続いて第２目事務局費についてです。 
予算額８，２４３万７千円に対し、決算額は

 ８，１４６万９，９３４円となっています。 
 決算額の内訳についてですが、表の左から２

列目の事業別決算額欄の上段７，１３５万６，

０３９円については、事務局職員８人分の給与

費です。 
 その下１，０１１万３，８９５円は事務局運

営費であり、各種会議等に要した経費や会計年

度任用職員２人分の人件費などです。 
以上で説明を終わります。御審査の程よろし

くお願いします。 
阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし
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た。これより質疑に入ります。 
執行部の皆さんに申し上げます。 
答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し簡潔・明瞭に答弁

願います。 
今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 委員外議員で、質疑はあ

りませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、全体を通して

委員の方から質疑はありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 別にないので、これで質

疑を終了します。 
これをもって労働委員会事務局関係の審査を

終わります。執行部はお疲れ様でした。 
これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 
〔監査委員、労働委員会事務局、委員外議

員退室〕 
 

阿部（長）副委員長 これより、内部協議に入

ります。 
さきほどの労働委員会事務局の審査における

質疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめ

たいと思いますが、特に指摘事項や来年度予算

へ反映させるべき意見・要望事項等がありまし

たら、お願いします。 
〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 特にないので、審査報告

書案の取りまとめについては、委員長に御一任

いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 
〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、そのようにし

ます。 
以上で労働委員会事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。 
以上で、本日の審査日程は終わりましたが、

この際ほかに何かありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

阿部（長）副委員長 それでは、次回の委員会

は、３日金曜日の午前１０時から開きます。 
以上をもって本日の委員会を終わります。 
お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


